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平成２８年第３回士幌町議会定例会

９月１３日（火曜日）午前１０時開会１ 議事日程第２号

日程番号１ 会議録署名議員の指名

日程番号２ 一般質問

１ 清水 秀雄 議員 町づくり懇談会と町づくりについて

２ 和田 鶴三 議員 町民を守る防災体制について

３ 大西 米明 議員 オリンピック・パラリンピックの合宿誘致

について

台風被害の対応について

４ 秋間 紘一 議員 台風１０号による被害復旧について

日程番号３ 議案第６号 士幌町学校教育施設整備基金条例案

日程番号４ 議案第７号 平成２８年度士幌町一般会計補正予算

日程番号５ 議案第８号 平成２８年士幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

日程番号６ 議案第９号 平成２８年士幌町介護保険事業特別会計補正予算

日程番号７ 議案第10号 平成２８年士幌町介護サービス事業特別会計補正予算

日程番号８ 議案第11号 平成２８年士幌町簡易水道事業特別会計補正予算

日程番号９ 議案第12号 平成２８年士幌町農業共済事業特別会計補正予算

日程番号10 認定第１号 平成２７年士幌町一般会計歳入歳出決算認定

日程番号11 認定第２号 平成２７年士幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号12 認定第３号 平成２７年士幌町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定

日程番号13 認定第４号 平成２７年士幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号14 認定第５号 平成２７年士幌町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号15 認定第６号 平成２７年士幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号16 認定第７号 平成２７年士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号17 認定第８号 平成２７年士幌町農業共済事業特別会計歳入歳出決算認定

日程番号18 認定第９号 平成２７年士幌町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定

日程番号19 認定第10号 平成２７年北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算認定

２ 出席議員（１２名）

１番 細井 文次 ２番 和田 鶴三 ３番 秋間 紘一 ５番 河口 和吉

６番 清水 秀雄 ７番 飯島 勝 ８番 出村 寛 ９番 森本 真隆

１０番 大西 米明 １１番 加藤 宏一 １２番 中村 貢 １３番 加納 三司

３ 欠席議員（０名）
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４ 地方自治法１２１条の規定による説明のための出席者

町長 小林 康雄 教育長 堀江 博文

代表監査委員 佐藤 宣光

５ 町長の委任を受けて出席した者

副町長 柴田 敏之 保健医療福祉センター長 山中 雅弘

総務企画課長 瀬口 豊子 会計管理者 土屋 仁志

町民課長 波多野 義弘 保健福祉課長 大森 三宜子

産業振興課長 高木 康弘 産業活性化担当課長 亀野 倫生

建設課長 増田 優治 道路維持担当課長 佐藤 英明

病院事務長 山下 慎也 特別養護老人ホーム施設長 矢野 秀樹

こども課長 金森 秀文 消防課長 淡中 済

６ 教育長の委任を受けて出席した者

参事 玉堀 泰正 教育課長 辻 亨

学校給食センター所長 鈴木 典人 高等学校事務長 藤村 延

７ 農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 細野 幸彦

８ 職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 寺田 和也 総務係長 藤内 和三

９ 議事録

会 議 の 経 過 （午前１０時００分）

加納議長 ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。１

本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、１番、

細井文次議員及び２番、和田鶴三議員を指名いたします。

日程第２、一般質問を行います。２

質問の通告がありますので、順次発言を許します。

質問順位１番、清水秀雄議員。

清水議員 おはようございます。質問に先立ちまして、一言申し上げます。去

る８月17日から31日までの２週間に４つの大きな台風による災害が発

生し、農産物を初め町有施設や道路、橋梁、堤防などが甚大な被害を

受けました。被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げます。ま
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た、災害の復旧や対応に昼夜を問わず努力されました役場職員並びに

関係者の皆さんに心から敬意と感謝を申し上げます。

一般質問を行います。町づくり懇談会とまちづくりについて町長に

伺います。平成10年11月、小林町長が初当選以来毎年春と秋の年２回

実施されてきた町づくり懇談会は、町政と住民の対話の場として多く

の住民参加を得て実施されてきました。しかし、近年市街地域で行わ

れる懇談会への参加住民が減少してきています。これは、住民からの

要望に対する対応が十分にできていないことが要因の一つと思いま

す。また、誰もが住み続けたいと思える魅力あるまちづくりが望まれ

ていますが、職員に対する批判も多く寄せられています。町長は、こ

の実態をどう捉え、今後の方策をどのように考えているのか所見を伺

います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、清水議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

町づくり懇談会については、町民の皆さんの声をより多く町政に反

映するため、新年度予算編成前の秋季と新年度予算成立後の春季の年

２回10地区において開催しております。加えて秋季においては、分野

別の懇談会も開催し、議論をしているところであります。士幌市街地

においては、コミュニティーセンターを会場に開催しており、開催日

程が決定次第広報や役場だより、ホームページにおいてお知らせする

ほか地区行政推進員、商工会、駐在員などを通じ、多くの方に参加呼

びかけを行っているところであります。参加人数は、年によってばら

つきがありますが、20名前後の参加人数となっており、参加された住

民の皆さんからは町政に対する要望とあわせ意見、質問が多く出され

ております。要望、意見については、現場確認等を行いながら、懇談

会の都度検討会議を行って対応しているところでありますが、出され

た要望については財政的判断や事業の整合性などにより実施の適否を

決定しているところであります。

次に、職員に対する批判については、具体的にどのような批判なの

かということがありますが、職員に対する批判については、職員個々

はもとより組織として真摯に受けとめる姿勢を徹底してまいりたいと

存じます。

町づくり懇談会は、町政推進の基本としている協働のまちづくりに

向けての重要な取り組みとして位置づけをしているところであり、町

民の皆様の声を町政に反映すべく役割を果たしていると認識をしてい

るところであり、今後ともさらに充実させながら推進してまいりたい

と存じますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、清水議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。６番、清水議員。
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清水議員 ただいま町長から答弁をいただきました。町づくり懇談会について

の町長の考え方として、町政の推進の基本としている協働のまちづく

りに向けての重要な取り組みとして位置づけているというふうに冒頭

述べられております。これは、そのとおり実際に町民の声が反映され

ているかどうかというところが問われている、これから問いかけたい

というふうに思っています。

町づくり懇談会の変遷なのですが、2006年まで、平成18年まで各公

民館単位で行われておりました。これは市街地です。南町、中町、西

町、北町と各公民館単位で行われておりました。これが2007年、平成

19年からコミセン１カ所で行われるようになってきたという経過があ

。 、ります 町長も20名前後の参加だというふうにおっしゃっていますが

私も都合の悪いとき以外はほとんどの懇談会には参加をしてまいりま

した。各公民館単位で行われていた町懇についても、ほぼ20名前後の

町民の皆さんが参加していたのです。これがコミセン１カ所に集中さ

れた19年以降もほぼ20名前後なのです。町長は20名前後だというふう

におっしゃっているのですが、ここの中で私は参加されている方々、

どのような方々が参加されているのかなということを見てきました。

コミセンで行われるようになってからは、町長はここでどういう人た

ちに案内しているかということを述べていますが、行政推進員だとか

商工会だとか駐在員、そういう人たちに参加を呼びかけていますと。

そうすると、こういう人たちが中心に集まってきています。一般の住

民の参加というのは少ないのです。私は、ここのところに大きな住民

の不満があるのではないかなというふうに思っています。ここのとこ

ろを町長はどんなふうに考えられていますか。まず、冒頭お伺いした

いと思います。

加納議長 町長。

小林町長 市街地は、今清水議員がおっしゃいましたとおり、４公民館単位で

やっていたわけでありますけれども、平成19年からコミセン一本にと

いうことになったわけでありますけれども、当時公民館単位によって

は多いところと極端に少ないというところがあって、公民館の推進委

員長さんとの協議の中で合意として一本でいいのでないかという、そ

ういう意見も受けて、そういうふうにしたのでありますけれども、た

だ場所によっては地区公民館単位のほうが多いということもあるのか

もしれませんけれども、そんなことでできる限り推進委員さんだけで

はなくて商工会、駐在員さんを通して多くの方に出ていただきたいと

いう、そういう呼びかけをしているのですけれども、実態としては今

20名というようなことで推移しているのでありますけれども、いずれ

にしても市街地の開催については、公民館推進委員長さんともっと協

議をしてみたいと思うのですけれども、４地区に戻してやるのか、も

う少し呼びかけを別な形でいろんな方が出てこられるように開催をす
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るかというのを含めて、今年の秋の懇談会に向けて４地区の公民館推

進委員長さんと一回協議をさせていただきたいと思います。

加納議長 清水議員。

清水議員 町長は、このように今答えられているのですが、一般町民の参加が

少ないということの町民の不満ですが、特に申し上げたいのは、コミ

セン１カ所になってしまうとなかなか住民が参加しづらくなっている

と。それは何かというと、大体住民の皆さん顔見知りの人たちの間な

らいろんなこと率直に言えるのだけれども、全くふだん顔合わせない

ほかの町内の人たちが大勢いる中では、ましてや役場の幹部職員がず

、 、らり並んでいて そういう中ではなかなか言いたいことも言えないと

そういう場になってしまっているということが参加人数を少なくして

いる要因だというふうに言われるのです。

これは、私もそういうことが起こったのだなというふうに、この懇

談会に実は私参加していなかったのですが、町長もこのときには欠席

をしていたようです。その懇談会の中で女性住民から出された提案に

対して、頭からそれは無理、無理ということで、全く真剣に考えてく

れようともしない返答だったと。参加した婦人は、非常に緊張した中

で提案したのに、頭からそういう形で受け入れようとしないと。そう

いう態度ってあるのですかと。私たちは真剣に考えていた。だから、

当然答弁もそういう立場で真剣に向き合って答弁してくれなければい

けないのではないですかと。そういう態度がこれもやっぱり参加を少

なくしてしまっていると。あんな懇談会だったら行ったって何も意味

ないでしょうと。私たちの言いたいことも何も聞き入れもしないと。

そのような形に変化してきているということがあるのではないかなと

いうふうに思うのです。

町長は、先ほど冒頭に申し上げましたように、町政推進の基本とし

て町民の皆さんの声を町政に反映するためにやっていると。そういう

役割を果たしているのだと。町懇の役割きちっと認めて、そしてその

中で町民の声をまちづくりに反映させていこうという、そういう目的

持っているわけです。そうすると、今言ったように一人一人町民多様

な思い持っています。考え方を持っています。それをいかにくみ上げ

ていくのかと。それは真摯に向き合わなければいけない。そういう態

度が必要なのでないかというふうに思うのです。そこのところがやっ

ぱり一番重要なことなので、町長は今私が申し上げたようにこの懇談

会のときには欠席していたそうです。繰り返しになりますけれども、

私もこのときには欠席になっていたのです。この事態を後から聞かさ

れました。そういう点では、非常に町民の不満を増幅したというふう

に考えているのですが、その点についての町長のお答えをいただきま

す。

加納議長 町長。
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小林町長 参加された人がそういうふうに感じたのであれば不適切な発言だと

いうことで、私も今言われたように出席していませんから詳しくは聞

いていないのでありますけれども、そうであれば改善をしなければな

らないということでありますから、そういう意味では町に意見を出し

ていただくということで町づくり懇談会を年２回やっているわけであ

りますけれども、重要な役割を果たすように改善をしていかなければ

ならないでありましょうし、できる限り町民の皆さんが参加して意見

を出しやすいという方法を検討していかなければならないのでありま

すけれども、もう一方では懇談会だけでなくて、もう少し別な形でも

意見を出していただくということで、１つは出前講座ということで、

私どもも団体だとか地域に呼ばれていけば出ていくということであり

ますし、さらには懇談会と並列して分野別で例えば福祉だとか教育の

皆さんに集まっていただくだとか、女性サミットという形で、比較的

懇談会は男性の皆さんが多いのでありますけれども、そういう面で女

性の皆さんにぜひ多くの意見を出していただきたいということで女性

サミットを開催をしているわけでありますけれども、いずれにしても

懇談会を含めて町民の皆さんと私どもしっかりいろんなまちづくりに

向けての議論ができるという、そういう姿勢を持って今後とも取り組

んでいきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。清水議員。

清水議員 町懇以外にも町民の意見を聴取する場、町民との対話の場を持って

。 。いるということの答えでございました それも一つはあると思います

しかし、それでは今後町長は、この町懇をこのままの形で続けていく

というふうに考えられているのかどうかということをまずお聞きした

いというふうに思うのです。そういう中で、先ほど申し上げました。

町職員が大勢出てきて、その場で結論出さなくてもいいではないです

かと。町民が参加して話しやすい場をつくる。できるだけ多くの町民

が参加してもらえるような場をつくるということが基本ではないのか

。 、 、なというふうに思うのです ですから その場で結論出さなくたって

結論出せない問題についてはこれは後ほど回答しますということで結

構ですと、住民の皆さんもそう考えているのです。それをその場で結

論出そうとするから、大勢の課長がそろって出ていかなかったらいけ

。 、ないという形になっているのかというふうにも思うのです ですから

そういうふうにしなくても、本来住民との対話を、できるだけ多くの

住民と対話を進めていくというのであれば、かつてやっていたような

公民館単位に戻すか、戻さないかはこれはまた別問題ですが、それは

町長のお考え次第ですが、そういう中で本当に対話、住民との膝突き

合わせた対話ができるような、そういう場が住民にとっては欲しいの

だということなのです。その点については、町長、どんなふうにお考

えですか。
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加納議長 町長。

小林町長 懇談会の中でも余り役場から行くのが多いとかえって話しにくいと

いう話も中には聞いたことがあるのでありますけれども、ただ皮肉な

もので課長やめるとその課長にかかわる質問が出たりということがあ

るのと、もう一つは懇談会で必ず私ども要望を聞くだけではなくて、

町政全体の課題、懸案を含めて意見をいただきたいということで、現

在懇談会には要望だけでなくて町の今いろんな懸案だとか課題等を担

当課から説明をさせていただいて、いろんな意見を聞くということで

ありますから、懇談会そのものも従前は要望を聞くということだった

のでありますけれども、今はいろんなことについて議論をさせていた

だく、あるいは提案をいただくということで改善をしたのであります

けれども、そうするとそれぞれの課の説明ということで担当課長が行

くということになるのでありますけれども、そういう形で懇談会その

ものをより充実させていくという取り組みをしたいのでありますけれ

ども、ただ、今の清水議員のおっしゃった出やすい雰囲気をどうつく

っていくかということについても私ども配慮をしていかなければなら

ないのでありますけれども、それらについては今後の懇談会の開催の

中で検討させていただきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。清水議員。

清水議員 行政の立場からいいますと、今町長おっしゃっているようにどうい

う事業をやっているのか、それぞれの課でどういう事業をやってきた

のか、そういうこともあって、それぞれの課長が説明することによっ

て理解してもらえるという立場での答弁だと思うのです。ほとんど資

料あるわけですから、それはその場で全部目通せるわけではないです

から、それはそれとして工夫が必要なのだというふうに思うのです。

町民が不満をもう一つ言っています。今言ったようにそれぞれの課

長が参加して、資料に基づいて説明して、そうするとその時間が延々

と続くわけです。そして、質問時間何ぼもない。町民の皆さんから要

望、質問ありましたらよろしくお願いしますと、こういう運びをして

いるのですが、そうすると時間がないです。余り時間がないのです。

そうすると、質問が本当はあるのだけれども、時間も経過しておりま

すので、この辺で閉じさせていただいてよろしいでしょうかと、そう

いう締め方になってしまっている。そうすると、町民不満残っている

のです。言いたいけれども、時間がないと締められてしまったと。

もう一つあります。町懇で出される町民要望やさまざまなことに対

して、要望に対して答弁の中ではやれない理由を並べ立てると。これ

は町民の感想なのです。町民は、うがった見方するのです。やれば仕

事がふえるし、苦労すると。特別なこと何もやらなくたって給料は変

わらないと。やらないほうが批判もされないし、楽だというふうにな

っているのではないですかと言うのです。そこまでうがった見方され
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るのです。これは、やはり行政側に責任あるのです。今申し上げまし

たように、町民から町民目線で見たらそういうふうに見えてしまうよ

と。答弁だってそうなっていませんかという。そんなふうな批判に対

して、町長、どんなふうにお答えしますか。

加納議長 町長。

小林町長 いろんな理由を言うというのは、私のヒアリングでもやれない理由

並べるのではなくて、どうやるかということを考えたらどうだという

話もするのですけれども、そういうふうに受けとめられることもある

のでありますけれども、ただ懇談会で出された意見は私ども大事にし

たいということで、必要なものについては総務企画課長あるいは建設

、 、課長と現場を私が直接見るようにしていますし さらには懇談会の後

先ほども申し上げましたけれども、必ず出された意見については検討

会議をしながら、何とかやれる方法がないかということで検討して、

予算に反映するようにしているのでありますけれども、ただ出された

意見が全てできるということではなくて、先ほど申し上げましたよう

、 、に財政的な問題 あるいはほかの事業とのバランス等も考慮しながら

実施をするかどうかの適否については決定をしているという、そうい

う中身であります。ただ、できる限り聞いた意見が町政の中に反映す

るように努力はしていきたいと思いますけれども、やれるか、やれな

いかということについては実態としてはいろいろあるということでご

理解いただきたいと思います。

小林町長 再質問。清水議員。

清水議員 今町長答弁されていますように、やれるか、やれないかとすぐその

場で即座にその仕事はやれますという、全てがそういう回答ができる

問題ではないと思いますし、難しい問題も提起されますから、そうい

う点では町長がおっしゃっている部分もそれは理解できないわけでは

ありませんが、町民が本当に納得できるような、そういう役場職員の

態度ということが必要なのだろうというふうに思っております。

町懇についてはそういう形で、ちょっと先へ進めさせていただきた

いと思いますが、住民から住民目線で見たときに町職員がどんなふう

に見えているかであります。これは、それぞれ複数の住民から私も聞

かされて、そういうことがあるのかなというふうに思ったのですが、

役場職員が、現職の職員が退職後は士幌に住みたくないというふうに

住民に公言する。そうすると、住民は、士幌に住み続けたいと思わな

い職員が本気で住民のために仕事をしようと努力するとは思えないの

ですよねと、こういう批判をされているのです。これは、そんなに多

くの職員がそんなふうに考えているのだと思いません、私も。大勢の

職員は、しっかり仕事をして、住宅も士幌に建てて、きちっと士幌の

住民としてここに住み続けるという形に見えているのですが、今言っ

たような職員もいるということです。これがまた住民の不信感を抱か
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。 、 。せる結果になっている これは やはり町長の指導力だと思うのです

町長は、職員を指導監督する。そして、町長にかわって仕事をやって

もらうわけですから、それぞれの立場で仕事をやるわけですから、そ

の職員をどう指導するかということは町長の指導力にかかっているわ

けです。それで、このような職員が現実にいるということに対して町

長はご存じだったと思うのです。それに対してどのように対処してき

たかということが問題だと思うのです。全くそんなこと町長知らない

とは思えないのです。住民が知っているわけですから。町長は、こう

いう職員に対してどのように指導してきたかということが問われるの

です。そこを伺います。

加納議長 町長。

小林町長 具体的に誰がどう言ったかということはわかりませんけれども、そ

れはやめてそれぞれの事情で外に行く人もいるし、そういうふうに言

った職員がいるのかもしれないですけれども、それは私がその都度検

証するわけではないのでありますけれども、ただ全体的にいけば退職

しても多くの職員が地元に残って、ほかの町村から比べれば地元に残

っていろんな形で、また別の立場で役割を担っていただいているとこ

ろでありますし、私どもできる限り再任用という形も最大限利用しな

がら、別な形で利用していただくというふうに、特に今清水議員がお

っしゃったように職員が退職しても自分の町で住むという、そういう

視点を持たなくてよそへ行くというのは残念なことなのですけれど

も、ただその職員の個々にとってはいろんな事情等でということもな

いわけではないのでありますけれども、できる限り住んでいただくと

いうようなことで、住んで役割を担っていただくというふうに働きか

けていきたいと思いますし、特に現職中については、職員の姿勢につ

いては職員管理ということで厳しく対応していきたいというふうに思

うところであります。清水議員の意見としてお伺いをさせていただき

たいと思います。

小林町長 清水議員。

清水議員 町長が具体的にご存じか、ご存じでないかはそれは別として、先ほ

ど申し上げましたように、町長もおっしゃったとおり士幌の町に住み

続けようという、そういう考え方基本的には持っていただきたいなと

いうふうに思っています。ただ、さまざまな事情ありますから、それ

を全く無視するわけにはいかないと。そのことは私もそのように思い

ますし、居住権は自由でございますので、そういう点での拘束する何

物でもありません。しかしながら、住民はこう見ているのです。環境

はいいのに、役場職員までが退職後この町に住みたくないと言う。繰

り返しなりますけれども、そのような職員が本気で住みよいまちづく

りなどできるわけがないと。これが町民の批判の声なのです。

町長は、先ほど批判を真摯に受けとめる姿勢を徹底したいというふ
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うに最初の答弁書の中に述べています。私は、そういう形でぜひ受け

とめて、先ほども申し上げました。これは、町長の指導力にかかって

いるのです。私は、多くの役場職員がそれぞれの立場で、町民生活を

守るためによくしたいと頑張っていると思っています。しかし、町民

が私に訴えられたような職員がいることも事実なのです。町民から信

頼される役場職員の指導というのは、町長の指導力なのです。町民が

この町に住み続けたい、安心して住み続けられるまちづくりにともに

住民が力を合わせられるような、そういうまちづくりをぜひ進めてい

っていただきたいと。そういう立場で職員の指導に当たっていただき

たい。それが町長の指導力だと繰り返し申し上げます。そのことを求

めて、私の質問を終わります。

加納議長 町長。

小林町長 先ほども申し上げましたけれども、清水議員、誰かにお伺いしたの

でありますけれども、それは職員全体とは思っていただきたくない。

たまたまそういう職員がいたけれども、少なくとも先ほど申し上げま

したとおり私の町については、ほかの町村から比べれば職員がそのま

ま町に残るという、採用も基本的には士幌町に住んでということであ

りますし、退職してもできるだけ残っていただくようにということで

話して、だからほかの町村よりは残っていただいていることでありま

しょうから、これからもそういうことでできる限り職員がうちの町に

住み続けるということについては、職員にも話をしてお願いをしてい

きたいなというふうに思うところでありますから、言ったことが全体

だと言われると、職員に対してもそれはちょっと問題があるのではな

いかなというふうに私は感じています。

加納議長 清水議員。

清水議員 私の発言に全体、職員の皆さんがというふうに聞こえたとしたら、

これは私の間違いでした。多くの役場職員の皆さんは、真面目に住民

の生活を支えるために、いい生活にしようという形で努力をされてい

る。しかし、その中のわずか１人か２人か知りません。１人の職員で

あっても、それは増幅されていきますから。ですから、たった１人の

。 。 、職員かもしれない それが住民からの不信感を招いてしまう だから

そこのところを本当にきちっと指導していただきたいということを申

し上げたつもりでした。全体的、全職員という形で聞こえていたとし

ましたら私の間違いですので、そこは訂正させていただきます。

加納議長 それでは、以上で清水秀雄議員の質問を終了いたします。

質問順位２番、和田鶴三議員。

和田議員 おはようございます。このたび大きな災害を受けられた本町並びに

十勝管内、十勝管外の皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げたいと

思います。

、 。 、私は 町民を守る防災体制について質問を申し上げます 北海道は
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自然災害に対して比較的被害の少ないところと思っていましたが、そ

うでもないようです。マスメディアが伝えるように、８月の連続する

台風被害の様子でどこにでも起こり得るということを見せつけられま

した。本町では、防災計画に基づく訓練を役場庁舎や医療、介護施設

などの福祉機関並びに教育関係の施設でも定期的に訓練を行っており

ます。しかし、町民おのおのについてはどうでしょうか。災害に対す

る心構え、準備等は必ずしも十分でないという声が町民から寄せられ

ております。防災に対する知識や避難準備態勢は、日常の安定感から

。 、 、熟知していないのが実態です 町民の生命 財産を守る自治体として

町民に対する具体的な指示を示し、安心して暮らせる体制を指し示す

べきと考えます。防災教育のあり方、忘れられないための防災啓蒙の

活動、地域で支える高齢者及び生活弱者に対する避難誘導の協力体制

についてどのように考えておられるか町長の所見をお伺いいたしま

す。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、和田議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

８月のたび重なる台風の上陸等は、本町においても大きな被害をも

たらしましたが、あわせて災害から生命、財産を守り、被害を最小限

に抑えるためには、各行政機関、民間団体、町民組織等が互いに情報

を収集、共有し、連携して取り組むことが重要と再認識をしたところ

であります。

最初に、質問の防災教育のあり方、防災啓蒙活動についてでありま

すが、町の防災計画の町民に対する防災思想、知識の普及啓蒙及び防

災教育推進において各種防災訓練の参加普及、テレビ、インターネッ

ト、広報しほろ等を活用した情報の発信、防災マニュアル、パンフレ

ットの配布や研修、講習会の開催を定めているところであります。こ

れまでに学校や公民館などの要望に応じた防災出前講座の実施や自主

防災組織育成のサポート等を行っているほか、防災情報の周知として

、 、 、 、は防災・洪水ハザードマップの作成 配布 広報しほろ 役場だより

町民総合情報紙、町ホームページ及び広報車等の活用のほか、平成25

年12月より町民の皆さんがどこにいても迅速に防災情報を受けられる

士幌町防災メールシステムによる緊急速報メール及び登録制メールの

。 、 、運用を行っているところであります これは 町や道が配信源となり

気象情報や避難に関する情報を携帯やパソコンに配信するものであり

ます。

なお、携帯電話を持っていない障害者、お年寄りを含む避難行動要

支援者につきましては、保健福祉課が作成している士幌町安心安全福

祉台帳の活用、もしくは自主防災組織を含む町内会の方々、公民館の

方々にも地域の安心、安全を守る自助、共助の手助けを今後とも地域
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ぐるみでお願いをしてまいりたいと考えております。

次に、地域で支える高齢者及び生活弱者に対する避難誘導協力体制

についてでありますが、防災計画の避難行動要支援者避難支援プラン

に基づき、介護保険における要介護、要支援認定者、障害者、妊婦及

び乳幼児、難病患者、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯を対

象に、その中でみずから避難することが困難であり、支援が必要な方

を調査し、社会福祉協議会との連携のもと避難所の確認、避難方法及

び避難所における医療の必要性など個別の支援プランを作成している

ところであります。また、避難行動要支援者の優先順位の高い方につ

いては、本人同意のもと地域の中で２、３人の支援者を依頼し、日ご

ろから地域の中で見守るネットワークづくりを整備している状況であ

。 、 、ります 今回の災害では 一部の地域に避難勧告が発令されましたが

その際の避難行動要支援者への伝達は保健福祉課職員が訪問し、避難

を呼びかけるとともに、避難所においては保健師による健康相談も行

ったところであります。

次に、町民参加による防災訓練についてでありますが、特別養護老

人ホームなど福祉施設の避難訓練時に高徳、若葉駐在区の一部の方々

の協力を得て訓練を行っておりますが、今後において多くの町民の方

が参加する防災訓練を推進してまいりたいと存じます。

今回の台風被害は、十勝に甚大な被害をもたらしたところであり、

本町においても農業被害とあわせて西上橋の落橋、水道管の破損によ

る断水、音更川堤防の決壊危機による避難勧告など、これまでの経験

を超える災害となりました。今回の災害、そして対応を検証しつつ、

地域防災計画の見直しを初め、情報伝達や避難対応など町民の命を守

るという使命を確認しながら、防災対策、ひいては安心、安全が実感

できる町に向けて全力を傾注してまいりたいと存じますので、ご理解

を賜りますようお願い申し上げます。

以上、和田議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。２番、和田議員。

和田議員 今町長からるる私の質問に対して回答をいただきました。

そこで、一番これから大事になってくるのが防災意識ということな

のですが、これは町長ということなのですが、教育長にお伺いしたい

と思いますが、子供たちに対する防災意識というのは訓練も含めてど

ういう形になっているかお聞きしたいと思います。

加納議長 町長のほうから指名お願いしたいのですけれども。

小林町長 それでは、子供に対する防災意識の高揚については、教育長のほう

から答弁をさせていただきます。

加納議長 教育長。

堀 江 防災意識でございますが、学校におきましては学習指導要領の定め

教 育 長 るところにより防災教育を行っているところでございます。例えば幼
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、 、 、稚園段階では 安全に生活し 緊急時に教職員や保護者の指示に従い

落ちついて素早く行動できる子供、また小学校、中学校、高等学校段

階ではそれぞれ学習要領で定めてございますが、例えば中学校では日

常の備えや的確な判断のもと主体的に行動するとともに、地域の防災

活動や災害時の助け合いの大切さを理解し、進んで活動できる子供、

これらを目指しております。各教科におきまして教科書等にも記載し

てございます。小学校を見ますと、社会科であるとか理科、また生活

科、そして特別活動、中学校の教科書を見てみますと社会とか理科と

か保健体育、技術家庭、特別活動、さまざまな教科書にも防災教育に

ついて記載されてございます。質問のありました防災活動につきまし

ては、現在各学校におきましては消防署の協力を得まして、ふれ愛ユ

ートピア出前講座ということで防災訓練等を実施しているところでご

ざいます。

以上です。

加納議長 再質問があれば。和田議員。

和田議員 ありがとうございました。これからの子供たちが大人になって、ど

ういう初動行動をするかということについて一番大切な部分だと思い

ますので、質問をしました。

そういうことで、今町では防災計画というのを立てているわけです

が、町の防災計画というのは日本全国が台風の通過点ということで、

ほかの国々よりは大きな被害が出るところだと私は思っております。

そういう形の中で、町の防災計画というのはそれを想定した形での計

画だと思うのですが、今回のような集中的な被害というのは本当に私

も経験したことのない状況にあります。そういう形の中で、今後この

考え方をもう少しレベルアップしていくべきでないのかなというふう

にして思いますが、その点についてはどのように考えているでしょう

か。

加納議長 町長。

小林町長 今回の災害の対応については、基本的には士幌町の地域防災計画に

基づいて対応をして避難勧告等を出したところでありますけれども、

ただこれまでの災害とは大きく異なる災害だったということは、それ

はそういう認識をしなければならないけれども、災害の発生状況、さ

らには今回の避難勧告をした避難所の開設等も含めて、今回の災害の

ことについてしっかり町としても検証をしながら、防災計画の見直し

等々について今後検討させていただきたいと思います。

加納議長 再質問あれば。和田議員。

和田議員 ありがとうございました。

それでは、具体的にお聞きしたいと思うのですが、今避難の関係で

は避難準備情報、避難勧告、それから避難指示ということで３段階に

分かれているわけですが、この情報等について今まで広報車等でやっ
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ておられるのだろうと思いますが、これをさらに隅々まで行き届く方

、 。策として どのような形で考えておられるかお聞きしたいと思います

加納議長 町長。

小林町長 これも地域防災計画にのっているのでありますけれども、基本的に

は今出したように広報車を出してやるとか、農村部に対してはファク

スということでありますけれども、ただ今回についても例えば市街地

においてはなかなか伝わらなかったというお話聞くものでありますか

ら、これから伝達の方法については特にどういう形でやれば全部カバ

ーできるかということを少し検証する必要があるということでありま

すけれども、ただ広報車の場合なかなか夜間であるとかそういう場合

には伝わりにくいということも今回もあったので、そういう場合につ

いてはファクスを送る、あるいはメール等で送るという、あるいは職

員が直接回るというような対応をしたわけでありますけれども、今後

もそういう伝達の仕方については町としてよく研究をする必要がある

のだなというふうに思っているところであります。

加納議長 再質問があれば。和田議員。

和田議員 今回こういう形の中で一番問題なのは電話の不通ということで、携

帯や何かは生きていたわけですが、普通電話については不通のところ

がかなりあって、情報が伝わらないということなわけです。そういう

ことで私の提案としましては、連絡網ということで各町内会の町内会

長、またはそれに関係する部分を定めながら、連絡網ということでや

ればより一層の伝達方法が整うのでないのかということと、あと移動

体制のほうの関係についてなわけですが、全員が避難所に車で押しか

、 、 、けるということになりますと これが駐車場の関係 十勝は平たんで

特に士幌は平たん地でよろしいのですが、余り問題はないのかなと思

いますが、それにしましても全員が車で押しかけるということになる

と、そうもいかないのではないか。それらに対する手当てとしては、

お互いに乗り合わせをするということなのですが、これがまた交通事

故等の関係で一体どうなのかというようなことも起こってきます。そ

ういうようなことで、具体的には町としてはどのように考えておられ

るかお聞きしたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 それぞれ町の防災計画にのっていますし、それから職員だとかの対

応の仕方というのは、災害発生時の職員初動マニュアルというものに

基づいて職員なり、組織としては対策本部で動くということになって

いるのでありますけれども、いずれにしても今回のことを踏まえて、

不十分であったということについては少し検証をして改善をするので

ありますけれども、現在のそういう伝達等の中身については、総務企

画課長のほうから現状についてお答えをさせていただきたいと思いま

す。
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加納議長 総務企画課長。

瀬口総務 伝達方法につきましては、今回一応防災計画に基づいてやってはい

企画課長 るのですけれども、今回の形でいけば町長の指示を受けまして、伝達

にかかわっている職員が各関係のところに回って伝達を、準備避難と

いうことでの最初の取り組みだったのですが、させていただいており

ます。その後、急遽堤防の侵食により決壊を心配したことから、今ま

でも回答のほうしておりますが、広報車、それから職員が直接行って

お願いしたり、そういった形で主に職員が今回につきましては緊急を

要したということで対応をしているところです。あと、ファクス関係

についても当初流したのですが、固定電話等のファクス、電話を含め

て使えないという状況がありましたので、福祉課の職員、特に要支援

の方がおりましたので、そういった人につきましては直接職員が行っ

て事情を話して、そして対応のほうをさせていただいているところで

す。

ただ、いろんな問題が確かに今回ございましたので、その辺は今検

証を進めているところでございます。検証をもって今後どういうふう

に対応していくのがいいのか、行政だけでは無理がございますので、

自助、共助、公助という部分の共助のほう、町内会とかそういった部

分にもう少し対応のほうを依頼する、こういったことが起きたときに

は対応を依頼するような形で今後協議検討も進めてまいりたいと思い

ます。

以上です。

加納議長 再質問。和田議員。

和田議員 避難の方法の関係につきましては、町の職員がそれぞれマニュアル

を配付されていて、そしてどういう初動でやるかということについて

はやられているということは今お聞きしました。しかし、これが町民

の側からしますと、どんなことをやってもらえるのかということが結

局は定かでないというのがはっきりしているのでないかなというふう

にしております。そこまで町民は知らなくても、うちのほうでやるか

らいいのですよということであればそれでよろしいのですが、そうい

う細かいマニュアルも町民の側に知らせていただきたいというのが１

つでございます。

それから、避難所の関係なわけですが、今回は一番暖かい条件のい

いときなわけですが、それでも30度近くの室内温度ということで、高

齢者や弱者にとっては非常に大変な、苦痛な状況になるのだろうと思

います。そういうことで、こういう普通の暖かいとき、寒いときとい

うのは、北海道の場合特に寒暖の差が激しい。特に公民館や何かです

と人がいるから、そういう点ではいろんな形で整っておりますが、そ

れぞれの避難所の関係につきましては、今25カ所ぐらいあるわけです

が、全てがそういう形になっているのではないというふうにして思っ
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ております。そういう形で、そこに対する手だてというのは今後どの

ようにとっていかれるのかお聞きしたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 前段の取り組みとしては、防災訓練をより充実した形でやるという

ことと、それから日ごろから災害起きたときの防災に対する啓蒙をし

ていくということが一つでありますけれども、もう一つは先ほどから

お話しになっております伝達をいかに確実に効率的にやるかという取

り組みを決めておかなければならないわけでありますけれども、今回

避難所を３カ所開設をしたのでありますけれども、当然今言われたよ

うに寒いときどうするか、健康管理どうするかということで、本町の

対応としては４人くらいそれぞれ町職員を配置をして、さらに保健師

がそれぞれの様子を健康管理をするということでありますし、さらに

地元の議員の皆さんにもボランティアという形で協力いただいて運営

をしてきたわけでありますけれども、今回の避難所の運営を参考にし

ながら、いろんな検証をしてみたいというふうに思っているところで

ありますけれども、それからもう一つは高齢者だとか障害者だとか弱

者ということでありますけれども、これらについては通常の避難所の

ほかに福祉避難所を状況によっては開設するという取り組みをして、

より災害弱者を守っていくという取り組みについて徹底をしていきた

いというふうに思っているところであります。

加納議長 和田議員。

和田議員 それでは次に、避難所の移動体制というのはさきにお聞きしました

が、移動した段階での町民が初動態勢の中で自分で用意をしなければ

ならないものというのがあるはずです。町側から全部そろっています

からぜひいらしてくださいということではなくて、自分たちがやらな

ければならない、そういう教育というのもこれからは大切でないのか

なというふうにして思います。先ほど私の一番最初の質問の中にも平

常の場合にはそういう中身はやらなければならないのだけれども、や

っていないというのが現状です。それとあわせまして、避難所に行っ

た方の中には医療機関にかかっている方がたくさんおられると思いま

す。特に士幌の場合は高齢化率も25％に近いというような形で、そう

いう形の中でそれをカバーするための薬の手当てなわけですが、病院

というのは、町立病院にかかっている方はそれぞれデータがあるから

よろしいのですが、町立病院にかかっていないのだけれども、緊急に

必要な薬というのも必要だと思います。それには例えばインシュリン

の問題だとか、それは何日も打たなくてもいいということにはなりま

せんので、それに類したものというのが多々あるのだろうと思います

が、そういう常備薬というか、町が用意をしなければならない、また

は個人が用意をしなければならない、こういう問題についてはどのよ

うにして考えておられるかちょっとお聞きしたいと思います。
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加納議長 町長。

小林町長 基本的には１つは公助としてどう対応するかという、町がどう対応

するかということがあるのですけれども、もう一つは今言われたよう

に自分でどう対応するかということもあるのでありますけれども、も

う一つは病気だとかそういう方に適切な対応というのか、そういうこ

とがあるわけでありますけれども、それぞれ防災担当課長と福祉課長

のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

加納議長 総務企画課長。

瀬口総務 今議員のほうから質問のありました関係でございますけれども、や

企画課長 はり日ごろからの備えといいますか、そういったものが必要になって

くると思います。例えばお話にもありました部分でいけば、薬は個々

でいろいろ違いますので、そういったものを必ず忘れないように持っ

てきてもらうという、そういった日ごろの準備が一番大事かと思うの

です。薬に限らず身の回りのものです。そういったものは準備のほう

をお願いしますということで、これまでも広報等で啓発はさせていた

だいているのですが、その啓発がどこまで皆さんの目に入っているか

ということもございますので、その辺は今後また逐次いろんなところ

を使いまして、皆さんにこういったものを最低限ぜひ自分のほうでも

準備をしてくださいと。どうしても行政の部分で準備するものは限ら

れてきますので、そういったことの啓発もあわせて進めていきたいと

思います。

加納議長 保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より回答させていただきます。

、 、福祉課長 例えば避難の期間が長くなりますと 自分で常備していたお薬とか

例えばオストメイトの方とか紙おむつが必要な方とか、そういうもの

がやはり足りなくなることとかがあると思います。そういう場合にお

いては、避難所もしくは福祉避難所において個々人の調査をしていき

ながら、その足りないものにつきましては医療機関と連携のもと、そ

の方に適したものを用意するように準備していくということが必要で

はないかというふうに考えております。

以上でございます。

加納議長 再質問。和田議員。

和田議員 これで最後にしたいと思いますが、避難所に避難する人はよろしい

のですが、避難所に避難をしない方に対するライフラインというか、

そういう生活のすべというのがいろいろな形で断たれるのだろうと思

うのですが、それでも自分のところにとどまりたいという人も必ず出

てくると思うのです。そういう人たちに対する手だてというのはどの

ように考えておられるか、最後に聞きたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 防災担当の総務企画課長のほうからお答えさせていただきます。
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加納議長 総務企画課長。

瀬口総務 総務企画課長、瀬口よりお答えいたします。

企画課長 避難につきましては、それぞれ段階がございます。まず最初に、避

難準備ということで皆さんに今危ないので、避難のほうを準備をして

くださいと。それで、それ以降になりますと避難勧告、そして避難指

示という段階がございますので、まずは避難準備のところで皆さんに

避難に当たって準備をしてもらうわけですけれども、実際避難勧告も

命令ではなくて、協力のもとに危ないので、避難をしてくださいとい

う形になりますので、今議員が言われたように自分は家に残っている

よという方もやはり今回もいらっしゃいましたので、その辺は今後そ

ういった方たちに対してどのようにしていくのか。やはり人命に、生

命にかかわることですので、危なければこちらのほうで説得をして避

難してもらう形も必要でしょうけれども、あとは各自が、行政ではど

うしようもできない部分もございますので、行政のほうでも注意をし

ながら、その方たちに気をつけていただくという対応しか今のところ

はできないのが実情かなと思います。そういった回答しか今はできな

いのですけれども、なるべく町行政も人命にかかわる部分につきまし

ては、生命にかかわる部分につきましては、協力していただきたいな

というふうに考えております。

以上です。

加納議長 以上で和田鶴三議員の質問を終了いたします。

ここで11時15分まで休憩したいと思います。

午前１１時０３分 休憩

午前１１時１５分 再開

加納議長 休憩前に引き続き会議を再開します。

質問順位３番、大西米明議員。

大西議員 それでは、私はオリンピック、パラリンピックの合宿誘致について

町長に質問をいたします。

オリンピックイヤーの本年は、リオで17日間の熱戦を終え閉幕し、

日本代表選手団は史上最多となる41個のメダルを獲得し、日本選手が

世界で活躍する姿は多くの国民に夢と感動を与えてくれました。続い

て日本時間で９月８日からパラリンピックも開幕し、日本は金メダル

10個という高い目標を掲げており、期待しているところであります。

2020年東京オリンピック、パラリンピックの開幕まで４年を切りま

したが、政府は日本全体で夢と希望を分かち合う大会にするとパラリ

ンピックの参加国、地域数で過去最高を目指し、東日本大震災の被災

地では聖火リレーや大会イベント、事前キャンプなどを実施する基本

方針を昨年11月に閣議決定しています。本町もオリンピック、パラリ
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ンピック等の国際大会に向けた合宿について誘致を希望するとの意思

表明を行っているようであるが、これまでの誘致活動の状況について

伺います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、大西議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

本町におけるスポーツ合宿等の誘致につきましては、平成24年３月

２日に町、教育委員会、体育連盟、観光協会、商工会の５団体により

士幌町スポーツ合宿等推進協議会を設置し、現在は商工会が中心とな

り事務局を担い、活動していただいているところであります。これま

での協議会の活動では、バレーボールではミュンヘンオリンピックに

出場した横田忠義さん、アトランタ、アテネ両オリンピックに出場し

た成田郁久美さん、ロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した全日

本バレーボールチームの真鍋政義監督や木村沙織主将など選手14人及

びスタッフ10人が来町し、講演や指導等を行っていただき、このほか

中垣内祐一さん、北島武さん、佐野優子さん、杉山祥子さん、齋藤信

治さん、水野秀一さん、サッカーではコンサドーレ札幌の砂川誠さん

にも来町していただき、それぞれ講演や指導を行っていただいたとこ

ろであります。

協議会以外では、バンクーバーオリンピックのスピードスケート男

子500ｍで銀メダルを獲得した長島圭一郎さんにも小学校で指導をし

ていただき、本年３月開催の町生涯学習講座、家庭教育講演会では元

Ｊリーガー、車椅子のバスケットボール選手として４大会連続でパラ

リンピックに出場した京谷和幸さんに講演をしていただき、講演後に

は体育館で子供たちとフリースロー対決などの実技をしていただいた

ところであります。

本町の総合研修センターでは、これまで平成16年に全日本女子柔道

強化合宿を、平成25年には全日本バレーボールチームの合宿を受け入

れした実績があり、女子バレーの真鍋監督からは体育館は２面コート

がとれて非常によい環境で、北海道は涼しいし、練習にも集中でき、

食べ物もおいしく、宿泊施設のしほろ温泉プラザ緑風も源泉かけ流し

のモール温泉で肌がつるつるになり、選手からも好評だったとの評価

をいただいているところであり、全日本クラスの合宿受け入れ実績を

前面に出して今後ＰＲしていく必要があると思います。

東京オリンピックのカウントダウンも始まり、2020年７月24日の開

幕まであと1,409日となり、日本ではオリンピックムードが徐々に高

まりつつあります。オリンピック、パラリンピックの選手の事前合宿

や事後合宿を本町で行っていただくことにより、子供たちだけではな

く全ての町民に対しても感動や勇気を与えていただき、さまざまな効

果が期待され、ぜひとも実現したいと考えておりますが、全国では相
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当数の自治体が手を挙げており、誘致合戦が始まっております。本町

が行う合宿誘致活動につきましては、町スポーツ合宿等推進協議会を

構成する５団体が連携して、これまでの活動で来町したトップアスリ

ートやあらゆる人脈等を生かし、推進していかなければなりません。

質問にありましたこれまでの誘致活動の状況についてであります

が、十勝管内ではオリンピック、パラリンピック等の合宿受け入れを

希望している自治体は、帯広、新得、士幌の３市町と過去に報道され

ておりましたが、北海道や北海道開発局のホームページに合宿誘致を

希望している全道市町村の施設内容等が掲載されており、本町の施設

もそこに掲載していただき、後押ししていただいております。

なお、本町における合宿誘致に関する情報発信は、主として教育委

員会が担当しておりますので、申し添えます。

以上、大西議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。10番、大西議員。

大西議員 今回の質問を出すに当たって、これは教育長が答弁するものでない

のかというような話が一部の人から私にありましたけれども、私自身

は今回のこの合宿誘致というのは一教育委員会が指導するものでな

く、今町長の答弁の中にありましたように全国で誘致合戦が始まって

いるということで、やはり町長が先頭に立って、それは仕事やるのは

教育委員会かもしれませんけれども、予算も町長が持っていますし、

ぜひ町長が先頭に立ってやっていただかなければなかなか誘致は難し

いのだと思っています。それで、町長に質問をしたのですが、町長は

この合宿誘致についてどのような意気込みを持っているのか。また、

2014年の９月に議会の産業厚生常任委員会が加藤委員長と、このとき

は清水委員が要望書を町長に手渡しています。2020年東京パラリンピ

ック合宿誘致に向けた施設整備、支援体制の強化を図るとともに、障

害者アスリートを招いた講演や地域交流などを取り組むことというこ

とで委員長から要望書が出されています。それで、今答弁書にありま

したように障害者の車椅子バスケットの選手をお招きして、講演とあ

わせて子供たちにフリースローの演技を見せて、子供たちに感動を与

えてくれましたので、その辺は私らの議会として出した要望書に対し

て町長は前向きに取り組んでくれているのだなという感覚はありま

。 、 、す ですけれども 全国でこれだけの誘致を皆さんがしていますので

それを何とか町長が先頭に立って引っ張ってくるのだという意気込み

をお聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 先ほどの回答でもお答えしたところでありますけれども、スポーツ

合宿ができるというのは非常に町民、子供たちを中心として、そうい

うことでは夢を持つということでは大きな効果があるということであ

りますから、それに加えてバレーボールを初め、全日本のバレー、あ



- 29 -

るいは柔道ということで引き受けてきた実績があるわけですから、そ

ういうものを糧にすればできるのだというふうに思うところでありま

すけれども、そのためにはただ施設等も含めてどんな改修が必要だと

いう検証もしていかなければならないのでありますけれども、町とし

ては何とか引き受けれるように頑張っていきたいなと、そういうふう

に思っているところであります。

加納議長 大西議員。

、 、大西議員 合宿は オリンピックとパラリンピックと２つに分かれるのですが

オリンピックというのは知名度が高いので、全国どこでも誘致したい

という気持ちがあるのだと思います。北海道でも44市町村が今現在手

挙げています。その中で、日本代表クラスの合宿を経験した市町村っ

て芦別、紋別、帯広だけなのです。町村では士幌町だけなのです。そ

れも今町長が言われた12年前の全日本の柔道合宿、あれは間違いなく

この士幌の合宿に全選手、７階級の代表選手が参加しないとだめだよ

という命令で全員が来て、総勢70人ぐらいですか、来て合宿やって、

その年のオリンピックでは女子柔道が相当数のメダルを獲得していま

す。また、この間の全日本、火の鳥ニッポンですか、そのときは十勝

管内の人たちが士幌はすごいねと。全道でも芦別が合宿地ですから、

芦別以外で町村に来て合宿するなんてという皆さん相当な反響ありま

した。そういう経験をもとに、その人脈を使っていけばある程度でき

るのかなと思っています。やはりうちの町も合宿誘致の町として、新

得町もやっていますけれども、なかなか全日本クラスの合宿はできて

いませんので、ぜひそれをひとつ士幌町の売りにしたらどうなのかな

と。他町村でいろんなことでぬきんでている町村もいっぱいあります

けれども、合宿のまちづくりで成果を出して名をはせている町村って

なかなかないので、うちなんかはこの際ですからそういうことできち

っと全国、全道に士幌町ありと見せるためにはそういうことも必要な

、 、のかなと オリンピックの競技についてはそう思っていますけれども

またパラリンピックについては22競技があります。それで、今日本の

、 。選手団が参加しているのが エントリーしているのが17競技なのです

ということは、５競技にエントリーしていないのです、日本の選手団

は。ということは、2020年の東京パラリンピックでは22競技全部にエ

ントリーするわけですから、少なくても５競技の選手たちはまだパラ

リンピックに行けない状態ですから、そういうところの合宿を誘致す

るというのも一つの手なのかなと思いますし、また私たちも委員会で

マスコミに陳情したとき、士幌町が十勝初のパラリンピックの選手が

出た町だということが全然認識もなくてマスコミに行ったのですが、

マスコミでは士幌町はすごいね、やはりパラリンピックの十勝代表が

初めて出た町ですからということを逆に言われてびっくりしたところ

がありますが、1984年のインスブルック大会でスキーの競技に出場し
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た中尾保則さんが士幌出身の方でありますし、十勝のパラリンピック

の初めての代表だったそうです。今回のパラリンピックには小野さん

という盲目の水泳選手がこの間惜しくも８位で終わりましたけれど

も、健闘したところであります。ですから、パラリンピックのほうが

誘致が有利でないのかなと。オリンピックはオリンピックで可能性を

追求していけばいいのですけれども、パラリンピックのほうが何とな

しにすきがあるのかなと思うのですが、町長、その辺はどうですか。

加納議長 町長。

小林町長 これは、オリンピックあるいはパラリンピックにしてもそうであり

ますけれども、最低こういう条件が整っていなければならないという

のを早急に調べる必要があるのでありますけれども、教育長を中心に

早急にそういう条件面でこれは必要だというものは調べたいと思うの

ですけれども、ただうちもバレーだとか、それから柔道についてはそ

ういうことでやった実績もあるからやれるのだと思いますけれども、

ただオリンピックに向けての条件というのは早急に確認をするという

作業をしたいというふうに思っています。

加納議長 10番、大西議員。

大西議員 ８月30日のマスコミの報道の中で、パラリンピックの２割の選手が

合宿をしたくても車椅子バスケットだとかラグビーについては床面が

傷がつくから貸せないというような拒否をされた例があったり、また

これは何を考えてこういうこと言うのかなと思うのは、視覚障害の人

や知的障害の選手が危ないと断られたケースもあった。ですから、う

ちの町は福祉の町ですから、そういう障害者に対しての理解はあると

思うのです。ですから、こういうことがあるということであればチャ

ンスは大きいのだと思うのです。体育館の床が傷がつくから貸せない

よということよりも、子供たちの受ける影響、障害者のスポーツでど

れだけこの人らが苦労してこうなったか。障害を持ったり、途中で障

害になった人が結構今回のパラリンピック見ているといるのですけれ

ども、その絶望の中からあれだけ立ち上がった姿を子供たちに見せる

べきでないのかなと。だから、傷がつくとかそういうことで障害者を

差別する、本当に障害者差別だと思うのです。ですから、そういうと

ころに温かい手を向ければ、間違いなくパラリンピックの誘致はでき

るのだと思いますけれども、町長、その辺についてどう思いますか。

加納議長 町長。

小林町長 今大西議員が言われたように、いかに障害を持った方がオリンピッ

クで活躍できるように町として応援をできるかという、町民のそうい

う合意形成をどうつくっていくかということもあるのだと思いますけ

れども、そういうことでも教育上の効果を考えれば、施設は傷めば直

せばいいわけでありますから、だからそういう考えでなくて、ぜひ支

援をする、あるいは教育上の効果を果たすということで積極的に進め
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るという取り組みをしていきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。10番、大西議員。

大西議員 町長がそこまで腹くくっていただければ、誘致にも有利に働くのか

なと。教育委員会もこれから運動に力を入れていってくれるのだと思

っていますし、その辺は教育長を初め教育部局の人は理解をしてもら

っていますので、多分いろんなことで合宿誘致、それから障害者だと

かオリンピックの選手たちを呼んでの講演、それはこれから未来ある

子供たちにどういう影響をということは想像がつくことでありますか

ら、ぜひ誘致に力を入れていっていただきたいと思っております。

また、合宿誘致の協議会もありますけれども、そこと町がタイアッ

プしていかないとならないし、その上に立って、協議会の中だけでは

なかなか言ってみれば国だとか道に働きかけていくことは難しいのだ

と思うのです。それは、やっぱり先ほど言ったように町長が先頭にな

り、その下で教育長なり、教育部局の人が一緒になってやっていただ

く。今までもそんなパターンでやってきましたので、多少の金はかか

るのかもしれませんけれども、きちっとした、外国からの選手を誘致

をするというのは、大使館なりなんなりとコンタクトとるということ

はなかなか難しいものだと思うのです。だけれども、うちには３人の

英語助手がいますので、言葉のものについては外国から合宿に来てい

ただいても何らその辺は対応できるのかなと思っていますけれども、

ぜひ士幌を合宿誘致の町として、スポーツ合宿をメーンに出してのま

、 。ちづくりも少し考えていただきたいと思って この質問は終わります

加納議長 それでは、２問目お願いいたします。

大西議員 それでは、台風被害の対応について町長にお伺いいたします。

８月17日から台風７号、11号、９号と１週間に３つの台風が北海道

に上陸し、30、31日には台風10号の大雨で町内でも甚大な被害が発生

しました。26日未明に40号橋の川底の配水管が破損し、88戸の断水が

発生し、ほかに道路、畑等の冠水被害が出ました。台風10号の大雨で

は、音更川が増水し、西上橋が落橋したのを初め、音更川の堤防侵食

による決壊が心配され、３カ所の避難所を開設し、134世帯432名に避

難勧告を発令し、31世帯82名が避難をいたしました。今回の災害を受

けて反省することはなかったのか。また、今後の防災、減災にどのよ

うに生かすのか伺います。

続いて、士幌町に災害救助法の適用が決まり、避難所の設置費用等

は国、道が負担することになっていると思いますが、今定例会に災害

復旧にかかわる事業費として約8,700万円の補正予算を提出していま

す。今後被害の調査が終了した際に災害復旧のために多額の費用が必

要と見込まれることから、激甚災害の指定を国に働きかけるべきだと

思いますが、町長の考えを伺います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。
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、 。小林町長 それでは 大西議員の２問目の質問にお答えをさせていただきます

初めに、８月の相次ぐ台風の上陸や通過に伴い、町内も甚大な被害

に見舞われ、土木、農林関係等の被害箇所の仮復旧や処理の対応時に

は建設業協会の皆様に協力いただいたほか、音更川増水等の影響によ

る断水及び避難勧告の際には関係の議員、町民皆様の支援、協力をい

ただき、厚くお礼を申し上げます。

避難勧告については、町では平成17年９月に台風14号の影響による

河川増水により、中音更地区及び下居辺地区の３世帯15名に対して発

令した経緯がありますが、今回はこれまでにない134世帯432名を対象

としたもので、このうち31世帯82名の方々が３カ所に設けた避難所で

不安な一夜を明かされました。避難所の運営については、保健師も含

めた職員が常駐し、対応に当たりましたが、避難者の方々への対応や

配慮、情報の提供方法について現在検証を進めているところでありま

す。

なお、中士幌地区避難所においては、中士幌ひまわり婦人会の皆様

からボランティアによる心温まるみそ汁の提供をいただきましたこと

にお礼を申し上げます。

道は、今回の災害について十勝全市町村及び南富良野町が災害救助

法の指定を８月30日付で受けたところでありますが、質問の激甚災害

の指定については十勝としての指定を要望しているところであり、先

般９月８日に開かれた自民党幹事長室、自民党道連、議員会の合同調

査団との意見交換においても十勝活性化推進期成会として早期に指定

されるよう緊急要望を行ったところであります。

災害復旧の事業費については、これまで判明している分として8,75

2万円の補正予算を今定例会に提出しておりますが、今後も詳細を確

、 。認しながら予算措置を行い 早期復旧に努めてまいりたいと存じます

また、総務省は、災害救助法の適用を受けた市町村に対して、地方

交付税法第16条第２項の規定に基づき、11月分普通交付税のうち３割

に相当する額を９月に繰り上げて交付することを決定し、本町におい

ても昨日12日に２億900万円が交付されております。

いずれにしても、今回の災害を教訓としまして、避難所運営や情報

の共有方法などを検証するとともに、地域の防災意識の高揚に向け、

職員のみならず町民の方々を対象にしました防災訓練等の検討を行っ

てまいりたいと存じます。さらに、地域防災計画についても近年の北

海道の気象に対応すべく修正を行い、防災、減災に向け最善の方策に

努めてまいる所存であります。

以上、大西議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。10番、大西議員。

大西議員 今回の災害で私も避難所にずっといましたけれども、職員の皆さん

は夜も避難者と一緒に生活をして、泊まりがけで皆さんのお世話をし
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ていただきましたし、保健師の皆さんには体調不良の人がいたらとい

うことで、いろいろと避難者の一人ずつに話を聞いたりなんかしてお

りました。多分来ていた人は、今回はそれほどの災害にならないだろ

うなという予想をしながら避難したのでないかなと思っております。

それで、職員の方も災害地の調査もしなければならない、避難場所で

80数名の人たちの対応も迫られているということで、大変なことだっ

たのだろうなという思いがしています。それで、あそこにいますと、

職員の皆さんもずっと避難所にいますので、現状の被害状況が全然わ

からない。そして、避難している人たちにもその情報が一つも入って

こないという、今どうなっているのという話が大変不安を抱く要因に

なったのかなと思っていますので、今後そういうことも対応していか

ないとならないなと思っていますし、また今回は言ってみればそれほ

ど大きな災害に、ほかの災害という大きなところから見れば、ほかの

町村から見れば人身に被害も出ていませんので、電気も通る、水も通

るということで、割かし避難所を運営するには楽だったのかなと思っ

ています。しかしながら、これがこれで終わるのかなと思えば、相当

これからは異常気象でこういうことがたびたび出てくるのかなと思っ

ていますので、職員だけの対応では到底賄い切れない事態になってい

くのだと思うし、職員の方は日常業務もありながらの対応であります

から、なかなか職員だけでは災害をクリアするのは難しいと思うので

す。

そこで、前の質問の中でも町長の言われるマンパワーをどうするか

ということだと思うのです。ですから、ぜひ自主防災組織をつくって

いくなど、そういうボランティアをどう集めて対応していくかという

ことも考えなければならない。ですから、防災計画の中に自主防災組

織として士幌農業協同組合、士幌商工会、士幌建設業協会、それから

女性団体連絡協議会、社会福祉協議会、公民館運営審議会の代表たち

が入っていますけれども、そういうところと連携しながら、ボランテ

ィアをどう集めて運営していくかということをやることが大事だと思

いますし、自助、共助、公助は、言ってみれば自助というのは間違い

なく自分の命は自分で守るというのは災害のときの基本でありますか

ら、そこで元気であったら共助のほうに行くと。それで、地域でまた

災害弱者を支えていくというような形になっていかなければならな

い。そこが自主防災組織をつくっていくことが大事なのだと思います

けれども、それを国、それから地方自治体が支援をしていくという形

になっていく組織づくりをきちっとしていかなければならないと思う

のですが、そのボランティアをどうしていくのか。今回あたり見てい

、 、 、ると 避難所でおにぎり２つ それにペットボトルのお茶１本という

それは緊急でしたからどうにもならなかったのかもしれませんけれど

も、それで本当に避難した人たちが満足できるのかなと。そのために
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は士幌に、全市町村にありますけれども、赤十字奉仕団はそういうと

きに避難所にいて、炊き出しだとかそういうことをすることが大きな

目的でありますから、そういう赤十字奉仕団のようなところを先頭に

して組織をつくっていくことも大事だし、避難所にもやはり役場の公

助の部分で職員は１人ぐらい配置してもらわなければだめだと思うの

ですが、その中にボランティアをどう活用していくかということを町

、 、長は考えていかなければだめなのだろうなと思いますけれども 町長

どうですか、ボランティアを育成してどうしていくかということにつ

いて。

加納議長 町長、答弁求めます。

小林町長 それでは、公的な取り組み以外のそういう地域住民のボランティア

等の取り組みでありますけれども、１つは今お話があった自主防災組

織でありますけれども、これらについては町の自主防災組織育成指導

要綱を定めながら、基本的にはコミュニティー推進事業の中の地域ふ

れあい事業で、１カ所７万円だったかな、そういう予算を配置しなが

ら指導しているのですけれども、実態としてはなかなか組織がされて

いないということで、現在３地域で組織されているのですけれども、

住民の比率でいくと10％ぐらいということでありますから、これをい

かに伸ばしていくかということについて今後よく取り組んでいきたい

というふうに思うのと、それからもう一つ、見守りネットワークとい

うことでこれまで議会でも何回か補正させていただいたのですけれど

も、保健福祉課が社会福祉協議会が中心になって、それぞれ地域内に

いる要支援者に避難等の確認をとるということでありますけれども、

これについては市街地で大体組織づくりが終わったというふうに報告

を受けているのでありますけれども、これらを中心として進めていく

のでありますけれども、あと赤十字奉仕団もあるのでありますけれど

も、炊き出しについては先般道具を購入しまして、今度の防災訓練で

試験をやるということでありますから、こういうものを組織していく

のと、実際に組織したときに先ほどお話がありましたように情報伝達

としてこういう自主防災組織等を通じてということが重要になるとこ

ろでありますし、そういう面では今後行う防災訓練の中においてもぜ

ひ町職員、消防等関係者だけでなくて、地域住民も入っていただきな

がらやっていくという、そういう取り組みにしていきたいなというふ

うに思っているところであります。

加納議長 10番、大西議員。

大西議員 先ほど言うの忘れたのですが、伝達方法、先ほど前者の答弁で総務

企画課長が答弁したの聞いていますけれども、士幌には多分入ってい

ないらしいのですが、中士幌の人には音更の役場の防災課からメール

がみんな入っているのです、避難勧告の。宝来地区だとかいろんな地

区の避難勧告が私のメールにも入っていましたけれども、士幌町も２
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、 、年半前 約３年前に士幌町防災メールシステムを導入していますから

あれは全部に無料で行けるシステムですから、なぜ今回それも使わな

かったのかなという疑問があるのですが、今回はＮＴＴの事故で固定

電話が使えなかったことはありますけれども、携帯電話のメールは生

きていましたので、どうしてそれが活用できなかったのかお聞きしま

す。

加納議長 暫時休憩いたします。

午前１１時４９分 休憩

午前１１時４９分 再開

加納議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

先ほどの質問は、後から答えを出すということで、そしたら続けて

お願いします。

大西議員 自主防災組織というのは、阪神・淡路大震災のときから注目を受け

て、今全国的に広がってきたと。それで、神戸の大震災のときには大

体全国的に40％そこそこの組織率だったのですが、あのときの約６割

強については倒壊した建物から自主防災組織の人たちとか隣近所の人

たちが救い出したと。だから、自衛隊とか消防だとか警察が助けたの

はごく一部であったということで、それがやっぱりこれからは防災の

ためには自主防災組織が必要でないのかということで、あれから約20

年間過ぎて、全国的に多分今の段階で80％弱だと思います。それで、

十勝においてもこの間マスコミでは19市町村では組織率59.5％という

ことで、残念ながら士幌町だけは町長もさっき言われましたように３

地区だけということで、8.7％という十勝管内でも異常に少ない自主

防災組織の結成率なのですが、今町長も補助金を出してやっているの

だよということでありますけれども、パートナーシップ事業か何かに

繰り入れて、個人情報だとかなんとかとあるから町としてなかなか動

きづらいかもしれませんけれども、町内会であれば災害弱者がどこに

いるのかということは、大体みんな都会と違って小さい町内会であり

ますからある程度理解している人が多いのだと思うのです。町内会の

中で話し合えばすぐわかってくるのだと思いますけれども、１件の災

害弱者のところについては誰と誰が安否確認に行くのだよというよう

な、そういう組織づくりをすることをパートナーシップ事業の中でで

きないのか。そして、年１回そういう会合を開いたり、避難訓練なり

なんなりをしながらやるところについて助成金を出していくよという

ような形になって自主防災組織にしていったら結構加入率が多くなっ

て、100％近くなるのでないのかなと思うのですけれども、何らかの

、 、手を打たないと全く8.7％ 今回３組織として下居辺地区が先日かな

１週間ぐらい前に結成したみたいですけれども、何らかの手を打たな



- 36 -

いとふえていく要素がないと思うのですけれども、そういう手だては

できないのかお聞きします。

加納議長 町長、答弁。

小林町長 パートナーシップ事業の地域ふれあい活動助成金の中に自主防災組

織に対する準備だとかそういうものを入れているのですけれども、現

。 、実としてなかなか組織はされていないという状況にあります 一方で

先ほど申し上げましたように、地域の中で要支援の方については見守

りネットワークということで災害のときには駆けつけなり、避難をさ

せるという人を確保しているわけでありますけれども、それらについ

ては市街地について町内会単位ということと、あるいは山間部につい

ては公民館単位でという考え方で社協が中心に進めているのですけれ

ども、それとリンクさせながら、いずれにしても自主防災組織が上が

るようなことをぜひパートナーシップ事業等を使いながら今後検証し

ていきながら、できる限り地域の皆さんも防災訓練なんかには参加い

ただくということで、少し意識を高揚していくような取り組みをして

いきたいというふうに思います。

加納議長 大西議員。

大西議員 行政が先行しているのか知りませんけれども、実は恥ずかしい話私

も町内会の福祉係という役をやっているわけですが、何らそういう連

絡も一つも来ないので、よくわからないのです。ですから、町内会で

みんなで集まって災害弱者についてどうだと、あなたが行くのだよ、

１人というわけにいかないから２人か３人がそこを安否確認するよと

いうような話し合いをすることによって意識が高まってくるのだと思

うのです。ですから、今見守りネットワークでどうのこうのと言われ

ても私は全然、議員だから聞いていますけれども、町内会としては何

らわかりません。それは自主防災組織つくれといったってそれは無理

です。だから、これは自助、共助です。その中でやっていかないと、

公助の部分で上から網かけてもなかなかわからないのだと思うので

す。ですから、ぜひ町内会単位で、町内会にその認識を持たせる方策

を考えていただかないと無理だと思います。ぜひそれをやっていただ

きたいのですが、それから今回の災害を見ていると、前回の中士幌の

下流で堤防が決壊したとき僕も決算か何かのときに言った話なのです

が、今回の橋の落橋についても私議会で見てきたら流木がひっかかっ

て、その渦で崩壊したみたいなこともありますから、どこを見てもど

うも流木が原因、言ってみれば堤防の決壊についても流木で流れを変

えて、そこにぶつかっていくということで、自然保護団体はなるべく

木は残してみたいな話はありますけれども、この流木で、ここはいい

です。海のほうの大津や何かは大変です。それは、国からお金来るか

ら何とか処理するのでしょうけれども、今はサケの漁に入っています

けれども、それがなかなか流木でできないという話がありますけれど
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も、ここだけでない十勝全体で、言ってみれば河川敷内にあるそこそ

この、柳が多いのですから、そして砂利の上に根張っていますから、

根は浅いので、相当太い木でも簡単に倒れて流れてしまうということ

でありますから、その辺の対策をまず考えないとこれからだんだん、

、 、だんだん災害がひどくなっていくのかなと思うのですけれども 町長

その辺について。

加納議長 町長。

小林町長 水の被害が出るたびに言われているのは、流木が大きく影響してい

るということであって、電源開発を含めて協議会の中でも何回か申し

上げているところでありますし、今回の被害でもそういう状況にある

ところであります。

ただ、海辺の流木については、毎回例えば豊頃なんかから出される

のだけれども、進まないということがあるのですけれども、先般大樹

の町長なんかに聞いていると川にある間は道の管理になるのだそうで

す。そして、海に行くと水産庁の管理になる。陸に今度打ち上げられ

ると環境省のそういうことで、責任体制がはっきりしていないという

ことであるのですけれども、いずれにしてもこれは災害の被害を大き

くするということもそうでありますし、さらには海岸においては特に

漁業にも大きく影響ありますけれども、これについては期成会なり、

町村会にしても強く国なり、道に申し上げていきたいと思います。

加納議長 大西議員。

大西議員 行政の縦割りでなかなか難しいということでありますから、流木流

さなければいいのです。流さなければ縦割りだろうが、横割りだろう

が全然関係ないですから。みんなに被害がこうむらないためには、そ

ういうことも全面的に十勝町村会で話し合わないと、全部下だけが影

響するということではそれはかわいそうなことでありますから。

それから、もう一点については、今後の減災については士幌町の音

更川の氾濫だとか決壊だとかというのは、いずれにしても雨の量でな

、 、るわけでなく ダムの放水によってこういうことが起きるのであって

教育長に聞きましたけれども、パークゴルフ場もダムが放水しますよ

と言うから泡食って行ったらもう水流れてきていて、とても職員が中

に入っていけるような状態でないと。パークゴルフ場をつくるときに

もあそこのあずまやもボルトでとめて、水を流すときにはあれをすぐ

撤去しなさいということの条件であそこにあずまやつくったのだと思

うのです。聞いていますからそうですが、ですけれどもそんなダム放

水しますよとすぐこっちに来てしまうのなら、とても職員があそこ行

って撤去するなんていうことは無理だと思うのです。たかだか電源開

発、一企業です。それがこの間も足寄の町長が新聞に出ていましたけ

れども、もうちょっと待ってくれと言っても全然言うこと聞いてくれ

ない。それはおかしいのです。それは、ダムがどうなるかこうなるか
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というのは大変なことかもしれませんけれども、あの人たちも電源開

発として長年ダム管理してきたら、どのぐらいの雨降ったらどのぐら

いで満水になるのか、そんなものわからぬわけがないのです、私ら素

人と違うのですから。そして、音更川は、水利権は全部利別川にいっ

てしまっているのです。ですから、もう20年ぐらい前ですか、音更川

の右岸は水が足りなくて、スプリンクラーをつけたらどうだという国

の開発局の話で、計算したら約400億円ですと。そして、あのときは

今の農家のあれがないので、20％ですか、個人負担になるということ

で、それは80億円もあの地域でみんなで個人が出すことは無理だとい

うことで、水が足りないのです、本来は音更川というのは。水利権が

、 、２ ３年前にまた更新して利別川にいくようになっていますけれども

余ったときだけこっちにどんどん流してきて、そして災害出してもら

。 、ったらたまらぬです それだったらちゃんと向こうと連携とりながら

別にいっぱいになったから一遍に流さなくても、徐々に出すことを考

えれば何ぼでも今の天気予報だとか雨量の計算でできていくはずだと

思うのです。それがいっぱいになったから、98％になったから今流し

ますよみたいな、どんどん、どんどん初めは100ｔ、そのうちから200

ｔ、400ｔ、最終的には1,000ｔぐらいの量で出しているみたいですけ

れども、それだって1,000ｔなのか、100ｔなのか、そんなもの全然わ

かりませんから。だけれども、近年にない量の水は流しました。です

、 、 、 。から やはりそういうことを行政として 一企業ですから 向こうは

公でないのですから。一企業の経営のために被害者が出たり、被害地

域が出ると、それは問題です。だから、きちっとした計画のもとに放

水するならするような方策をとるように町村会としても電源開発、北

電と話し合っていくべきだと思いますけれども、町長、どう思います

か。

加納議長 町長。

小林町長 ３年前の音更の堤防決壊するときもそうなのですけれども、結局た

まると災害規定で流すのだけれども、そのときの話では、音更の町長

等もそうなのですけれども、少しでも台風が来たら先に少し流してお

いて、急にふえないようなこともできないということなのですけれど

も、これがなかなか難しくて、基準量を超えた分で入った分だけ流す

というシステムですから、開発でもいろいろ聞いたのだけれども、そ

れはちょっと難しいぞということで、それと当時音更町長が少し制限

できないかと言ったら、河川管理者の指導しか聞かないというような

話があって、その調整するのが河川管理者である開発なり、道ですか

ら、そこの指導ということなのですけれども、ただそのとき士幌、音

更、上士幌の３町と開発、土現、それからＪ―ＰＯＷＥＲのあれが入

って一応協議会やって、年間１回ずつ協議会を持って、安全対策や何

かもいろんな情報交換なんかをしているのですけれども、ただ、今す
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ぐやめろというふうなことにならないので、今年足寄でもあったので

すけれども、足寄の場合は逆で、うちは余り流さないでくれというこ

となのですが、あそこは流してくれというほうなのです、ダムの上に

ありますから。だから、そういう問題もあるのですけれども、今回道

議会の中でも少し取り上げられるというふうに聞いているのですけれ

ども、私ども少なくても情報提供、今の情報ですと例えばこれからき

ょう何ｔから何ｔまで流すという情報は入るのですけれども、それ以

降その都度どれだけの量を捨てるのかという情報もこちらから問い合

わせをしないと来ないという状況でありますし、少なくても情報提供

なんか少しできるように町村会も含めて関係機関と協議をしていきた

いなというふうに思っているところでございます。

加納議長 大西議員。

。 、 。大西議員 まさに横暴です 河川管理者にしか答えないという ふざけるなと

水利権は全部とっておいて、利別川に流しておいて、余ったやつだけ

こっちにどんどん流して災害出たら、それはたまらぬです、地元町村

は。それこそそういう決まりが法律か何かであるのだと思うのです、

ダムの、私はわかりませんけれども。そういうものは昔何十年も前に

つくった法律をそのまま移行するのか、どこかで見直し、昔ならいい

ですけれども、これだけ異常気象で雨量が多くなるとそれは大変です

から、ぜひ国なりなんなりに働きかけて、今回確かかどうかわかりま

せんけれども、あした安倍総理が十勝に入るという情報があります。

そういうときに災害を見てもらうと、それは見てもらってもいいので

すけれども、これはどうしてこうなったのかということを、ダムが放

水することによってこうなるのですよと、だからこういうことがある

のでと要望を総理にする。あの人は一番のトップですから。地元議員

から働きかけがあって、二階幹事長ときのう話し合いをして、急遽あ

した来るみたいですけれども、やはりこういうこと全部政治力しか方

法なくなってくるのだと思うのです。一企業に町村長が言っても聞か

ないような話だと本当に横暴です。地元がどんな災害出ようが、自分

らの企業を守ればいいのだみたいな話になってしまうと、人の命何考

えているのだということになってしまいますから、ぜひ今回の安倍総

理の十勝入りに対して災害地を見てもらうことも含めて、それから時

間過ぎているから余りしゃべりませんけれども、激甚災害について、

大体町自体もそれに向かって動いているようですし、安倍総理が来て

激甚災害指定をしないということは多分ないと思うので、もし激甚災

害が指定されなくても局地激甚災害でも対応できますし、激甚災害の

指定を受けると最高９割までの国の補助金が出ますので、１割か２割

かさ上げということですが、大体９割ぐらいはいろんな特交やら何や

らで出ますから、ぜひ町としても激甚災害の指定を何が何でもかち取

ってもらわないと。そして、条件は多分満たしているのだと思います
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し、どのぐらいかかるかというやつも建設課が全部把握していかない

、 、 、と 約10日ぐらいの間に出して １カ月で決定がするみたいですから

大変忙しいと思うけれども、建設課で概算どのぐらいかかるかという

やつをきちっと出しておいて、できるのだと思うのですけれども、で

きることにしておいてください。時間ないので。

そんなことでぜひ町長も、あした安倍さんが来たり、きょうも誰か

偉い人来るみたいですけれども、与党の議員には頑張っていただかな

いと、予算持っているところですから、ぜひそういうことで地元議員

を活用しながら激甚災害の指定をしていただきたいと思います。

これで終わります。

。 、 。加納議長 先ほどの質問の答えが残っていますので それでは 総務企画課長

瀬口総務 総務企画課長、瀬口より説明いたします。

企画課長 伝達のメールの関係でございますが、実は２つありまして、エリア

メールという範囲を広くした部分、それと士幌町独自でやっています

防災メールという両方がございます。今回エリアメールの配信を避難

準備等いろいろありまして手薄になった部分がございました。士幌町

の防災メールシステムにつきましては、登録した方に対して今の士幌

の気象情報や避難情報を流すメール、これについてはうちのほうでは

対応したところでございます。今後両方の対応が必須でございますの

で、そういった伝達方法もきちんと見直して進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

加納議長 大西議員。

大西議員 今の答弁だと、２つあるうちの１つはしたけれども、１つはしない

よと。もう片方、しないほうが全携帯電話の持っている人に行くわけ

、 、 、ですから それが優先されるべきであって 契約している人に行って

全員に行かないというのはそれはどうなのかなと。いろいろあって、

忙しくてそうなったのだと理解をしますけれども、私なんか音更町に

何も契約もしていないけれども、ちゃんと音更町の防災係から入って

いましたから。１つをやれば全部に行くのであれば、契約のところは

しなくても１つで済むはずから、そういうときには緊急のときですか

ら一番効率のいい方法を使って今後やってください。お願いします。

終わります。

加納議長 以上で大西米明議員の質問を終了いたします。

ここで昼食休憩といたします。

午後 ０時１０分 休憩

午後 １時１５分 再開

加納議長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質問順位４番、秋間紘一議員。
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秋間議員 両議員から防災体制及び台風被害に対しての質問がございます。私

からは、重複しないように今回台風10号による被害復旧についての質

問を町長にいたします。

８月に台風７号、９号、11号が相次いで上陸し、さらに台風10号の

通過による被害は、行政報告、教育行政報告によると10カ所の場所で

甚大な被害となり、日常生活に影響をもたらしております。今回の被

害を教訓に、上下水道、電気等のライフラインが社会生活の生命線で

あり、道路、橋等の災害に強いインフラ整備の視点が不可欠でありま

す。今後どのような対策を講じるのか。

また、農業被害面積は、行政報告では1,000ｈａとなっているが、

今後どのような農業災害に対する支援策を講じるのか。

被害箇所の復旧、金額については、調査中と記載されている。具体

的には復旧に２年を要する西上橋の落橋は、調査委託費1,840万円の

。 、計上をされている 清流パークゴルフ場も壊滅状態で復旧困難であり

さらに立地条件を考えると新たな場所に整備することが望ましいと考

えております。例えば総合グラウンドパークゴルフ場の拡充整備など

、 、 、をするにしても 町民が利用できるまでに２ ３年を要することから

早急にパークゴルフ協会などと協議を行い、本年度中にコース設計等

を実施してはどうか。また、西上橋、パークゴルフ場以外の他８カ所

の復旧の見通しは。

以上、町長の所見を伺います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、秋間議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

道路、橋の災害に強いインフラ整備対策についてですが、秋間議員

がおっしゃるとおり、上下水道、道路等は町民にとっても重要なライ

フラインとして位置づけをしているところであります。特に今回の災

害は、水道管断裂や西上橋の沈下等予想を超える災害に見舞われまし

た。異常気象が続き、今までの施設管理の考えでは対応できない状況

の中で、少しでも被害を少なくするために各施設の点検及び防護施策

を強化することにより対応してまいりたいと考えております。

次に、農業災害に対する支援策については、町内約1,000ｈａの圃

場が降雨による停滞水の影響を受けている状況であり、９月２日に町

内関係機関による士幌町異常気象農業災害対策本部を設置いたしまし

た。今後対策本部において技術対策や農作業事故防止の指導、啓蒙を

行いながら、農業共済事業での適正評価、早期支払いや経営支援の対

策、次年度の種子や粗飼料の確保など営農対策について機関、団体連

携のもと取り組んでまいりたいと存じます。

次に、しほろ清流パークゴルフ場ですが、教育行政報告にもありま

したとおり、これまでに経験のない被害を受けて壊滅状態で、現時点
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では被災状況の全容調査もできていない状況であります。当面大会等

は公認コースのしほろ温泉パークゴルフ場など他の施設でプレーをし

ていただきたいと存じます。今後調査が可能になりましたら早急に施

設全体の被災状況を確認し、現状の河川敷で河川管理者の占用許可を

継続して復旧すべきか、被災していない既存施設で拡張可能なのか、

また新たな場所で開設すべきかを総合的に判断してからパークゴルフ

協会を初め関係者の協議を行ってまいりたいと存じます。

なお、西上橋以外で調査中としています道路、明渠法面ほかの復旧

及び風倒木等の処理については、年度内完了を目指して予算措置、工

事等を進めてまいる予定であります。

以上、秋間議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。３番、秋間議員。

秋間議員 農業災害でございますけれども、この被害について経営支援の対策

ということを掲げているわけでございますけれども、農業共済作物以

外の作物及び共済未加入農家の被害に対して今後町としてどのような

支援を考えているのかお聞きをしたいと思います。

、 、 、また 昨日の報道によると 松本防災担当大臣が今回の10号に７号

９号、11号を含めて激甚災害の指定の検討に入ったということでござ

います。そういうわけでございますけれども、この激甚災害について

は農業作物というのは適用外だというふうに私は認識をしているわけ

でございます。そうなると、この作物についてどのような支援を講じ

ていけばいいのか、またはどのような支援策を国、道に求めていくの

か、またはどのような運動展開をしていくのかお伺いをしたいと思い

ます。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 まず、農業の被害でありますけれども、現状でも今ジャガイモの掘

りとりの最中でありますけれども、相当腐敗が進んでいるというふう

にもお聞きしているところでありますけれども、基本的には農業共済

事業の支払いの適正な評価と早期に支払いということを基本に進めて

、 、いくわけでありますけれども 未加入あるいは対象外作物については

今後の状況を見ながら農協等と協議しながら対応を検討してまいりた

いというふうに思うところであります。

あと、激甚については、今おっしゃったとおりでありますので、そ

れらの要綱に基づいて対応していきたいというふうにも考えていると

ころであります。

加納議長 秋間議員。

秋間議員 ただいまの答弁でございますけれども、共済加入については当然早

期の支払いなり、いろんな対応を早急に講じられるというふうに考え

てございますし、当然資金面においてもＬ資金だとかいろんな対応等

も迅速に行われるのかなというふうに考えておりますけれども、先ほ
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どお話しした共済外の作物、これあたりをどのぐらいの被害が本町に

発生しているのか、今調査中だと思いますけれども、そういう作物の

救済、経営支援を道なり、国にきちっと行政として訴えて、対策を講

じていくと。それで足らぬ場合においては、町も単独でそれを補填し

ていって、再生産可能な基盤づくりをこういうときに町が構築してい

くということが私は望ましいというふうに考えてございますので、そ

の辺についてもう一度伺いたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 まず、相当今年作況としては悪くなるのだろうというふうに認識を

しているところでありまして、特に小麦についても共済金額支払いが

８億円ぐらいになるというふうに試算をしているところでありますか

ら、そういう面ではスイートコーンも含めてそうですが、いずれの作

物も共済の対象になるわけでありますけれども、共済の対象外作物と

いうのですか、それら含めて来年の再生産がどうかということが非常

に重要なわけでありますけれども、しっかり現状を伝えながら道の制

度を使うとともに、それらで不足する分についてはどうするかという

ことについては、町の災害対策本部の中でよく検討させていただきた

いと思います。

加納議長 ３番、秋間議員。

秋間議員 その点については、よろしくお願いをいたします。

次でございますけれども、パーク場について再質問させていただき

ますけれども、特にパーク愛好者が望んでいるパーク場のあるべき姿

としてこういうことをよく言われます。熊も出没せず、水害もなく、

安心していつでもプレーできる場所を望んでいるのですよと。３年前

に実はあそこも相当の被害を受けて、また協会の方々の協力を得なが

ら復旧したということで、２年足らずでこういう状況に陥ったわけで

すから、パークを愛好する人方の気持ちとしては当然だろうというふ

うに考えております。

しつこくなるのですけれども、パーク場の現況を見て、冠水により

流木、石、土石等で被害は本当に甚大で、再投資する価値が本当にあ

るのかと。私はないように判断をしておりまして、そういうことから

答弁の中でも既存の施設、これは総合グラウンドパークゴルフ場とい

うふうに考えておりますし、新設として新たな場所というふうに答弁

をされておりますけれども、いずれにいたしましても町民の健康促進

の観点からも重要な施設でありますし、一日でも早く結論を出して、

復旧工事ができるようにまずお願いをしたいと思います。もう一度、

しつこいようですけれども、あそこの場所でなく、他のところで将来

を見越して検討をお願いをしたいと思います。町長の答弁をお願いし

ます。

加納議長 町長、答弁求めます。
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小林町長 先ほども申し上げましたとおり、被害の状況等についてはまだ詳細

掌握をしていないということがあるわけでありますけれども、相当傷

んでいるということは間違いないということでありますし、さらには

毎年のように台風のたびに被害があるということからすると、ほかの

場所でということも検討していかなければならないという認識してい

、 、るわけでありますけれども できる限り早くいろんな調査をしながら

今後の方向について教育委員会と十分協議しながら、判断をしながら

パークゴルフ協会等との協議をさせていただきたいというふうに思う

ところであります。

加納議長 再質問があれば。秋間議員。

秋間議員 よろしくお願いいたします。

それでは、最後ですけれども、10カ所被害あって、８カ所について

は年度内に復旧の完了をするという報告で安心をしているところでご

ざいますけれども、１点細かい話で非常に申しわけございませんけれ

ども、下水処理において地下水位の上昇により処理困難となり、節水

なんかを家庭に呼びかけてございます。そのほか各家庭でどのような

ふぐあいが生じているのかと。また、そのふぐあいに対してどのよう

な対策を講じていたのかお聞きしたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 担当の建設課長のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。

加納議長 建設課長。

増 田 建設課長、増田のほうから秋間議員の質問に対してお答えさせてい

建設課長 ただきます。

８月31日の台風10号の後に下水道のマンホールから水が満杯になっ

て、下水道の流れが悪くなったという状況でございます。町民の方に

対しましては、広報車、消防車等も町内を回ったり、チラシを入れて

情報を発信しているところでございます。今現在といたしましては、

特にひどい箇所につきまして仮設トイレをお貸しして、公営住宅で３

個、個人住宅で２個を利用していただいております。それとは別に15

個ほど今使わないものを保管、準備しております。今後また雨がひど

くなって状況が悪くなれば、そちらのほうもお貸ししたいと考えてお

ります。

原因としましては、先ほど議員さんがおっしゃられたとおり、地下

水位が上がったことによってマンホールが満量になったと。今調査し

た中では毎日少しずつ下がって、かなり改善に向かっていたところ、

先週の金曜日の大雨によってまたもとに戻ってしまったという状況で

ございます。毎日調査を続けている中で少しずつ現在も改善する方向

に向かっておりますが、今後台風等でまた長引くことも予想されてお

ります。町といたしましては、今の調査の中で特に湧水が差し込みが
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ひどいところについて調査でマンホール等を調べて、ある程度原因と

なるような部分について確認しております。その部分について止水工

事を行って、少しでも不明水の量を減らすよう今後事業化していきた

いと考えております。

以上でございます。

加納議長 再質問があれば。秋間議員。

秋間議員 ふぐあいを生じた各家庭については、万全の策を講じていただいて

いるということでございますから安心をしているところでございま

す。

私もこういうものはどうなのかということでいろいろ調べてみまし

た。大雨だとか台風については、たびたび大雨降るとその家庭におい

てはそういう障害が必ず起こるというようなところについては、下水

の逆流防止弁というのをつけて、そういう弊害を回避しているという

ことがございます。こういうような策もあるわけですから、特に大雨

降ったときにその家庭において再発生するおそれのあるところについ

ては、そういうものの設置等も今後において考えてみてはどうかと思

うのですが、課長でよろしいですけれども。

加納議長 建設課長。

増 田 今私の手元に逆支弁に関する資料がありませんので、正確なところ

建設課長 のお答えはできないのですけれども、このような大災害があったとき

にそういう施設等も含めて今後検討していきたいと考えております。

以上です。

加納議長 以上で秋間紘一議員の質問を終了いたします。

これで一般質問を終結します。

日程第３、議案第６号「士幌町学校教育施設整備基金条例案」を議３

題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。副町長。

柴 田 議案第６号 士幌町学校教育施設整備基金条例案について説明をい

副 町 長 たします。

この基金条例の制定につきましては、公立学校施設整備補助金等の

交付を受けて取得しました建物を有償により貸し付ける場合に、この

施設の補助金等にかかわる国庫納付金に相当する額を学校教育施設の

整備に要する経費の財源とする基金に積み立てるためにこの条例を制

定をするものでございます。

今回具体的には旧北中小学校の校舎及び屋内運動場を畜産振興研修

施設としまして全国農業協同組合連合会に本年９月から５年間にわた

り有償貸し付けをするに当たり、この施設が国庫補助金の交付を受け

整備をした施設でありまして、本来は補助金の返還が発生するところ

でありますが、学校教育施設の整備のための基金を創設し、一定額以

上の金額を積み立てをする場合には返還をしなくてもよいということ
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となるため、この基金を創設するものでございます。

条文につきましては、ほかの基金条例と同様に第１条は設置目的、

第２条は積み立て額について、第３条は管理について、第４条につい

ては運用について、第５条は益金の処理について、第６条は運用につ

いて、第７条は処分についてでございますけれども、この学校教育施

設整備の財源として充てるものであります。第８条は、町長への委任

について規定をするものでございます。

附則でありますけれども、施行時期につきましては公布の日からと

するものであります。本来でしたらこの貸し付け５年間を過ぎればこ

の条例の効力をなくすというようなことも考えられるわけでございま

すけれども、他の小学校のこともあるということで、そこは附則に盛

り込まないで、このままこの条例を置いておくというようなことにし

ようとするものであります。

以上で議案第６号の説明といたします。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第６号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第４、議案第７号「平成28年度士幌町一般会計補正予算」を議４

題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。総務企画課長。

瀬口総務 平成28年度一般会計補正予算［第４号 、総務企画課長、瀬口より］

企画課長 説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,697万5,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ93億668万3,000円に改めようとす

るものです。

地方債の補正は「第２表 地方債補正」によるものとします。

それでは、歳出から説明いたしますので、10ページをお開き願いま

す。初めに、本補正予算の各款項目に計上しております人件費の２節

給料、３節職員手当等、４節共済費の増減につきましては、４月の人

事異動に伴うものですので、各款項目での説明は省略させていただき

ますので、ご了承願います。

なお、20ページには人件費の内訳といたしまして給与費明細書を添

付しておりますので、参照ください。

２款１項３目財産管理費の損害賠償金は、議案第４号で審議、可決
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いただきました除雪車両物損事故分44万8,000円を追加するもので、

特定財源として全国町村総合賠償保険金を同額充当及び町有建物施設

貸付料、これは先ほど説明しました北中小学校の貸付料の一部となり

ます、を財源補正いたします。

５目公平委員会費は、委員報酬の追加。

６目企画費は、ふるさと納税感謝特典事業関係分経費で、８節、特

産品報償、11節、ポスター、パンフレットの印刷費、12節、ヤマト便

運搬料、新聞ほかの広告料、ヤフー代の納付手数料ほか合わせまして

2,449万2,000円を追加いたします。

11目協働推進事業費は、美濃市への民間交流促進事業助成金、20人

分を追加しております。

12目諸費は、災害に伴う断水及び避難対応時の経費で、寝具借り上

げ料及び扶助費につきましては給水袋、食糧費ほか合わせまして49万

円の追加。

14目愛のまち建設基金は、ふるさと納税寄附額見込みによる積立金

の増額で、特定財源として指定寄附金を同額充当しております。

２項１目税務総務費は、臨時職員１名分の共済費及び賃金201万5,0

00円を減額。

２目賦課徴収費は、固定資産土地評価業務委託料増額及び税滞納整

理機構負担金減額を差し引き、122万1,000円を増額するものです。

12ページ、３款１項３目障がい者福祉費は、自立支援給付費等負担

金返還金の追加。

４目老人福祉費は、高齢者冬期就労対策事業の追加。

８目国民健康保険費及び10目介護保険費は、給与費の繰り出しで合

わせまして266万3,000円を減額するものです。

14ページ、４款２項１目ごみ処理費は、中士幌リサイクルセンター

の大型台ばかり１台を更新。

５款１項２目失業対策費は、緊急雇用対策事業委託料分を追加。

６款１項２目農業総務費は、農業共済事業会計への職員給与費負担

金及び事務費繰出金合わせまして840万6,000円を追加。

２項１目林業振興費は、十勝大雪森林組合への出資金を増額するも

ので、特定財源として事業配当金を同額充当いたします。

７款１項２目観光振興費は、地方創生推進事業の中の士幌創生にぎ

わい創出事業において観光等調査研究、情報発信構築委託料及びチャ

レンジブース設置工事合わせまして2,100万円を追加するものです。

特定財源としまして、地方創生推進交付金２分の１で1,000万円、教

育福祉施設等整備事業債330万円を充当しております。

16ページ、８款２項２目道路橋梁維持費は、除排雪機械導入費補助

金の追加。

９款１項２目非常備消防費では、新入団員４名分の消耗品費及び被
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服購入費合わせまして94万4,000円の追加。

、 、10款１項１目教育総務費は 学校教育施設整備基金積立金の追加で

特定財源としまして旧北中小学校の貸付料を同額充当しております。

２項小学校費、17ページに入りまして３項中学校費、18ページの５

項１目社会教育費は、臨時教諭及び臨時職員等の増員によるもので、

共済費及び賃金合わせ1,283万6,000円を増額しております。

14款１項１目道路橋梁災害復旧費は、西上橋事業用調査設計委託料

1,840万円、ほか復旧事業費として重機借り上げ料、工事請負費、原

材料費合わせ4,800万円を追加、２項１目風倒木処理業務委託料112万

円の増額となっております。

次に、歳入について説明いたしますので、８ページをごらん願いま

。 、 、す 特定財源以外の一般財源ですが 20款１項１目臨時財政対策債は

発行額の確定により1,130万円を減額。

18款１項１目繰越金は、１億2,227万1,000円を計上して収支のバラ

ンスをとったところでございます。

次に、５ページをごらんください。第２表、地方債補正ですが、新

たに士幌創生にぎわい創出事業を追加、臨時財政対策債発行可能額の

確定に伴う限度額の変更となっております。

なお、22ページには地方債の現在高に関する調書を掲載してござい

ますので、参照願います。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願いいたします。

以上です。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第７号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第５、議案第８号「平成28年度士幌町国民健康保険事業特別会５

計補正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より平成28年度士幌町国民健康保険事業特別会

福祉課長 計補正予算［第２号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ195万5,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億986万9,000円に改めようと

するものであります。
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歳出から説明いたしますので、６ページをお開き願います。１款１

項１目一般管理費の19万2,000円の減額につきましては、４月の職員

の人事異動によるもので、特定財源としましては職員給与費繰入金を

同額減額するものであります。

１款２項１目賦課徴収費につきましては、４万1,000円を追加する

もので、これは十勝市町村税滞納整理機構市町村負担金の変動による

増額補正であります。特定財源といたしましては、事務費繰入金とし

て同額を見込むものです。

２款２項２目退職被保険者等高額療養費につきましては、実績見込

みにより100万円を追加するもので、特定財源といたしましては療養

給付費等交付金を同額見込むものです。

10款１項３目償還金につきましては、110万6,000円を追加するもの

で、前年度実績による療養給付費、特定健診、特定保健指導補助金等

交付金超過交付による返還金で、国庫負担金に４万円、療養給付費等

交付金に102万5,000円、道負担金に４万1,000円を返還するものであ

。 、 。ります 特定財源としましては 前年度繰越金を同額見込むものです

歳入につきましては、特定財源で説明していますので、省略させて

いただきます。

以上、説明を終わります。よろしく審議の上、可決決定賜りますよ

うお願いいたします。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第８号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第６、議案第９号「平成28年度士幌町介護保険事業特別会計補６

正予算」を議題とします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より平成28年度士幌町介護保険事業特別会計補

福祉課長 正予算［第１号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ658万7,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億7,012万2,000円に改めよう

とするものであります。

歳出から説明いたしますので、５ページをお開き願います。１款１

項１目一般管理費の251万2,000円の減額につきましては、４月の人事

異動によるもので、特定財源として職員給与費等繰入金を同額減額す
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るものです。

５款１項２目償還金909万9,000円の追加につきましては、前年度の

超過交付に伴う返還金としまして国庫負担金475万2,000円、道費負担

金340万7,000円、支払基金交付金として94万円をそれぞれ返還するも

のであります。なお、これにかかわる特定財源は、前年度繰越金とし

て同額を見込むものです。

歳入につきましては、特定財源で説明していますので、省略いたし

ます。

以上、説明を終わります。よろしく審議の上、可決決定賜りますよ

うお願いいたします。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第９号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第10号「平成28年度士幌町介護サービス事業特別会７

計補正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。特別養護老人ホーム施設

長。

矢野特養 特別養護老人ホーム施設長、矢野より平成28年度士幌町介護サービ

施 設 長 ス事業特別会計補正予算［第１号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ194万7,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億1,630万3,000円に改めよう

とするものです。

歳出から説明いたしますので、５ページをお開き願います。１款１

項１目施設介護サービス事業費の11節需用費につきましては、排煙窓

ワイヤ取りかえ修理、空調機フィルター交換修理、暖房給油配管水漏

れ修理等の修繕料として194万7,000円を追加計上するものでございま

す。

次に、歳入について説明しますので、４ページをごらんください。

４款１項１目繰越金194万7,000円を追加計上し、歳入歳出の均衡を図

ったものでございます。

以上で説明を終わります。よろしく審議の上、可決決定賜りますよ

うお願いいたします。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。
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（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第10号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第11号「平成28年度士幌町簡易水道事業特別会計補８

正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。建設課長。

増 田 建設課長、増田から平成28年度士幌町簡易水道事業特別会計補正予

建設課長 算［第１号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,000万円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２億9,384万3,000円に改めようとするもの

でございます。

最初に、歳出予算から説明いたしますので、５ページをお開きくだ

さい。２款１項１目水道施設費の15節工事請負費で、水道管災害復旧

工事を2,000万円増額するものでございます。これにつきましては、

８月26日に音更川の増水、氾濫により河川を伏せ越ししている重要配

水管が破損し、88戸が断水となる水道事故が発生しました。緊急に仮

設管を布設し、給水を確保したところでございますが、厳冬期に耐え

れる製品でないため製品の布設がえを含む災害復旧工事として計上す

るものでございます。

次に、歳入の一般財源について説明いたしますので、４ページをご

らんください。４款１項１目繰越金で前年度繰越金2,000万円を追加

し、歳入歳出の均衡を図ったものでございます。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願い申し上げます。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第11号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第９、議案第12号「平成28年度士幌町農業共済事業特別会計補９

正予算」を議題といたします。
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朗読を省略し、理事者の説明を求めます。産業振興課長。

高木産業 産業振興課長、高木より平成28年度士幌町農業共済事業特別会計補

振興課長 正予算［第１号］について説明いたします。

第１条、農作物共済勘定、畑作物共済勘定及び業務勘定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ農作物共済勘定2,102万円、畑作物共

済勘定6,455万8,000円、業務勘定1,053万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を農作物共済勘定２億5,236万5,000円に、畑作物共済勘定

５億386万3,000円に、業務勘定１億3,554万4,000円にそれぞれ改めよ

うとするものであります。

農作物共済勘定の歳出から説明いたしますので、５ページをお開き

願います。３款１項１目麦無事戻し金の19節で無事戻し金として23万

9,000円の追加ですが、これは議案第１号で可決決定いただきました

麦の無事戻し金の支払いに要する経費であります。特定財源としまし

ては、麦連合会特別交付金４万7,000円、農業災害補償基金繰入金19

万2,000円を充当するものであります。

４款１項１目基金繰出金の25節で農業災害補償基金積立金2,078万

1,000円を追加するものであります。これは、前年度の歳入歳出差し

引き残額から責任準備金及び28年産麦に係る未払い保険料を差し引い

た剰余金を決算認定後に積み立てるものであります。

次に、４ページの歳入を説明いたします。３款及び４款は、歳出の

特定財源で説明しましたので、省略をいたします。

６款１項１目１節の繰越金で前年度麦繰越金2,078万1,000円の追加

は、前年度の剰余金であり、歳出の基金繰出金と同額であります。

次に、畑作物共済勘定を説明いたしますので、９ページをお開き願

います。歳出の３款１項１目畑作物無事戻し金の19節で無事戻し金と

して2,101万5,000円の追加ですが、これは議案第２号で可決決定いた

だきました畑作５品目とスイートコーンの無事戻し金の支払いに要す

る経費であります。特定財源としましては、畑作物連合会特別交付金

328万円、農業災害補償基金繰入金1,773万5,000円を充当するもので

あります。

次に、４款１項１目基金繰出金の25節で農業災害補償基金積立金と

して4,354万3,000円の追加ですが、これは前年度の歳入歳出差し引き

残額から畑作物支払備金を差し引いた剰余金を決算認定後に積み立て

るものであります。

次に、８ページの歳入を説明申し上げます。３款及び４款は、歳出

の特定財源で説明しましたので、省略をいたします。

５款１項１目１節繰越金で前年度繰越金4,354万3,000円の追加は、

前年度の剰余金であり、歳出の基金繰出金と同額であります。

次に、業務勘定を説明しますので、13ページをお開き願います。歳

出の１款１項１目一般管理費の２節から19節までのそれぞれの増額に
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つきましては、４月の人事異動に伴うもので、合計で1,053万2,000円

の増額であります。特定財源としましては、共済会計職員給与費負担

金387万7,000円を増額するものでございます。

次に、12ページの歳入を説明いたします。３款は、歳出の特定財源

で説明しましたので、省略をいたします。

５款１項１目１節事務費繰入金で665万5,000円の増額ですが、本科

目で収支の均衡を図ったものであります。

次に、14ページの給与費明細書ですが、４月の職員の人事異動に伴

うものでございます。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願い申し上げます。

加納議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 質疑を終わり、これから討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これから議案第12号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第10、認定第１号「平成27年度士幌町一般会計歳入歳出決算認10･11

定」12･13

日程第11、認定第２号「平成27年度士幌町国民健康保険事業特別会14･15

計歳入歳出決算認定」16･17

日程第12、認定第３号「平成27年度士幌町後期高齢者医療事業特別18･19

会計歳入歳出決算認定」

日程第13、認定第４号「平成27年度士幌町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定」

日程第14、認定第５号「平成27年度士幌町介護サービス事業特別会

計歳入歳出決算認定」

日程第15、認定第６号「平成27年度士幌町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定」

日程第16、認定第７号「平成27年度士幌町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定」

日程第17、認定第８号「平成27年度士幌町農業共済事業特別会計歳

入歳出決算認定」

日程第18、認定第９号「平成27年度士幌町国民健康保険病院事業会

計歳入歳出決算認定」

日程第19、認定第10号「平成27年度北十勝消防事務組合一般会計歳

入歳出決算認定」
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以上10件を一括議題といたします。

理事者の一括説明を求めます。町長。

小林町長 平成27年度決算認定の審議をいただくにあたり、平成27年度の事業

の概要について報告させていただきます。

平成27年度一般会計及び国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、

介護保険事業、介護サービス事業、簡易水道事業、公共下水道事業、

農業共済事業の各特別会計並びに国民健康保険病院事業会計の決算に

ついて、町議会の認定を賜りたく各会計決算書に行政報告書並びに監

査委員の決算審査意見書を添えて提出いたします。

平成27年度の我が国の経済情勢は 「大胆な金融政策 「機動的な、 」

財政政策 「民間投資を喚起する成長戦略」を柱とする経済財政政策」

の推進により、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交

易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いていましたが、年度

前半の中国を始めとする新興国経済の景気減速の影響等もあり、輸出

が弱含み、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られたところ

であります。政府は 「希望を生み出す強い経済 「夢をつむぐ子育、 」

て支援 「安心につながる社会保障」の実現に向け、昨年11月に「一」

億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を取りまとめ、

雇用・所得環境が改善する中、緊急対策等の効果もあって、景気は緩

やかな回復に向かうことが見込まれていますが、国際化やグローバル

化が進行する中、地域においては財政の硬直化、少子高齢化や人口減

少問題に加え、農業・農村をめぐる情勢の変化、地域産業の動向（Ｔ

ＰＰ 、景気・経済の地域間格差など、町を取り巻く環境が大きく変）

化する中にあって、行財政、産業経済、町民生活といずれの分野にお

いても厳しさ、多様さが増しています。

本町の基幹産業である農業においては、春耕期は高温・少雨で推移

したため、播種作業は順調に進み、５月には降霜、強風、乾燥により

一部で被害がありましたが、甚大な被害には至りませんでした。６月

中旬から７月中旬までは低温と乾燥により生育は一時的に鈍化し、７

月下旬から８月にかけては雨が続き、収穫中の小麦では品質への影響

、 、も懸念されたものの 干ばつ傾向だった他の作物には恵みの雨となり

その後も天候に恵まれ、各作物ともおおむね順調に生育したところで

あります。酪農・畜産関係においては、前年に過去最高となった生乳

生産量は、前年の記録をさらに更新し、肉牛については、牛肉や個体

販売が堅調に推移した一方で、乳用種肥育素牛の出回り不足による素

畜費の高騰と配合飼料を含む諸資材の高止まりが依然続いており、厳

しい経営状況で推移しています。

そのような中、農畜産物の販売高においては、経営所得安定対策や

農業共済金をあわせると、前年度を76億2,000万円上回る424億8,000

万円と初の400億円台に上り、過去最高額を記録する結果となりまし
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た。

次に、広域連携については、平成18年度に発足した十勝市町村税滞

納整理機構が、管内全体の滞納処理に向けて、一定程度の効果をあげ

ているほか、消防の広域化については、昨年５月１日付けで「とかち

広域消防事務組合」が設立され、本年３月30日のとかち広域消防局の

開所式を経て、４月１日から119番の切り替えをはじめ、消防救急デ

ジタル無線・高機能指令センターが本格運用され、指令業務の一元化

による出動体制が開始されております。

それではこれより、平成27年度一般会計の決算の概要について報告

いたします。

まず歳入でありますが、総額75億3,258万1,000円となり、対前年度

、 。 、比４億6,909万2,000円 6.6％の増となりました 主な要因としては

地方交付税、分担金及び負担金、国庫支出金などが減少する中、地方

消費税交付金が消費税率の引き上げの影響から 対前年度比5,130万2,、

000円、65.8％の増、寄附金がふるさと寄附（ふるさと納税）に係る

感謝特典贈呈事業の開始による指定寄附金の増により、対前年度比１

億４万5,000円、1,192.3％の増、町債が平成26年度からの繰越事業で

ある庁舎耐震等改修事業に係る借入の増などにより、対前年度比４億

70万円、70.7％の増となったことなどによるものであります。

町税については、町民税で対前年度比4,209万2,000円、10.0％の増

となったほか すべての税目で前年度を上回り 対前年度比6,416万5,、 、

000円、6.5％の増となりました。地方交付税については、普通交付税

において人口減少等特別対策事業費の増額があった一方、地域経済・

雇用対策費が減額されるとともに、過疎対策事業債などの償還費が減

少したことによる公債費の減少などにより、普通交付税で対前年度比

1,140万円、0.4％の減となり、地方交付税全体で2,251万3,000円、0.

7％の減となりました。町債については、公共事業等債や地方交付税

の振り替えである臨時財政対策債の借入が減となった一方、庁舎耐震

等改修事業に係る緊急防災・減災事業債の借入や、地方道路事業に係

る辺地対策事業債の借入が増となったことなどにより、対前年度比４

億70万円、70.7％の大幅な増となりました。

次に歳出でありますが、総額73億711万4,000円となり、対前年度比

４億2,898万4,000円、6.2％の増となりました。主な要因としては、

庁舎耐震等改修事業や地方道路事業に係る事業費の増加のほか、子ど

も交流センターの整備などにより、普通建設事業費が対前年度比２億

6,243万5,000円、18.9％の増、財政調整基金、愛のまち建設基金など

の基金積立の増により、積立金で１億9,969万1,000円、165.6％の増

となったことによるものであります。

物件費については、賃金、役務費、備品購入費などの増により、対

前年度比5,490万7,000円、6.2％の増、扶助費・補助費については、
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補助費において国の地域住民生活等緊急支援交付金を活用した商品券

発行事業助成金の増などもあり、対前年度比4,473万1,000円、2.9％

の増、公債費については、過疎対策事業債や辺地対策事業債などの償

還が一部終了したことにより、１億152万2,000円、13.0％の減、人件

費については、給料や手当の抑制に努め、人事院勧告に基づく給料、

手当などの改定もありましたが、対前年度比84万2,000円、0.1％の微

減となったところであります。

主な建設事業では、庁舎耐震等改修事業に３億2,468万円、子ども

交流センター整備事業に１億2,724万8,000円、公営住宅建替等事業に

、 、8,636万8,000円 街路灯の省エネルギー化対策事業に5,806万1,000円

社会資本整備総合交付金事業を含む町道整備事業全体で３億5,912万

6,000円、道営土地改良事業の負担金として１億1,587万円などがあり

ます。

土地改良事業、町道整備事業などの各種建設事業に係る経費の一部

は地方債に依存しており 地方債の残高は 前年度より３億6,452万9,、 、

000円増加し、未償還額は68億8,559万8,000円となり、依然として多

額の返済額が残っています。単年度ごとの償還額は徐々に減少傾向に

ありますが、次年度以降もより一層の健全化に努めて参る所存であり

ます。

各種財政指標においては、起債の借入に係る基準となる実質公債費

比率は3.9％と前年度より0.8ポイント改善され、経常収支比率は、町

税や地方消費税交付金の増加もあり87.0％と前年度より1.2ポイント

改善されたところではありますが、依然高い数値を示しており、財政

の硬直化の解消に向け配意をしていかなければなりません。財政力指

数についても、0.255と前年度をわずかに上回ったものの、地方交付

税の減額などの影響により財政状況が一層厳しくなることが懸念され

ます。今後も、さらなる行財政改革の徹底による経常経費の縮減を進

め、基金の有効活用も図りながら健全な財政運営に努めて参りたいと

存じます。

以上が平成27年度一般会計の決算の概要であり、各行政施策の成果

。 、及び予算の執行実績については各担当より説明いたします あわせて

国民健康保険事業をはじめとする７特別会計並びに国民健康保険病院

事業会計の決算の概要についても本書により報告いたしますので、よ

ろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

なお、平成27年度決算認定においては、平成27年度北十勝消防事務

組合歳入歳出決算認定について審議をいただくことになっております

ので、よろしくお願い申し上げます、

加納議長 以上、各会計に対して監査委員の決算審査意見書が添付されていま

、 、すので 職員に一般会計ほか７特別会計並びに病院事業会計の各第４

結語を、北十勝消防事務組合一般会計の第５、決算審査意見を朗読さ
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せます。

士監発。藤 内

平成28年８月31日。総務係長

士幌町長、小林康雄様。

士幌町監査委員、佐藤宣光。

士幌町監査委員、森本真隆。

平成27年度士幌町各会計決算審査意見について

地方自治法第233条第2項ならびに地方公営企業法第30条第2項の規

定による平成27年度士幌町各会計歳入歳出決算の審査、地方自治法

第241条第5項の規定による土地開発基金の運用状況等の審査をそれ

ぞれ行ったので、別紙のとおり意見書を提出します。

15ページをごらんください。

第４、結語。

平成27年度士幌町一般会計並びに７特別会計の歳入総額114億126万

2,000円、歳出総額108億8,742万8,000円（病院事業会計は除く）の決

算について審査を行った結果、指摘事項、改善を要する事項、検討を

要する事項等についてはそれぞれ関係項目の中で所見を述べてきたと

ころであるが、本決算は、予算及び年度当初の町政執行方針に沿って

、 、 、誠実に執行された結果を表しており 計数に誤りなく 財務が諸法令

、 。 、規則に基づき 概ね適正に執行されているものと認められた よって

この決算は妥当なものと判断する。

町を取り巻く環境は、行財政、産業、経済、町民生活と何れの分野

に於いても多様で厳しい状況のなか、時代のニーズを踏まえた様々な

施策がほぼ予定通り推進されたことは、執行に当ってこられた理事者

並びに職員各位の多大な熱意と努力に対し、心から敬意を表する次第

である。

26ページをごらんください。

第４、結語。

平成27年度病院事業会計決算を審査した結果、本決算を総合すると、

会計業務は法令に基づき適正に処理され、計数に誤りなく、病院事業の

財政状況、経営成績を正確に表示しているものと認められた。

「 」本町の病院事業は昭和31年２月に士幌農協が運営する 士幌厚生病院

を町が買収し 「士幌町国保直営診療所」を開設、昭和43年には地方公営、

企業法を適用、爾来、施設・設備の充足、高度化を進めるとともに診

療科目の充実を図りながら今年を以って60年の歴史を刻んできた。

地方自治体病院は医師、看護師等の専門職確保が難しい情勢にある

とともに、厳しい経営を強いられているところである。このような状

況のなか27年度の医師体制は３名の常勤医師体制でスタートし、厳し

い状況の中池田院長を先頭に医師、病院スタッフ一丸となって信頼回
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復に努められ、地域における医療を守るべく積極的に取り組まれてき

たところであるが、しかしながら外来及び入院患者の利用状況は年々

減少となってきているところである。

信頼回復に時間を要すると思われるが、本町の病院は町内唯一の医

療機関であるとともに取り巻く福祉村施設の中核として、安心と信頼

の町民のための病院構築に向かって「公立病院改革プラン」に伴う経

営の効率化・健全化に努められ、信頼される医療の提供と患者サービ

スの向上、そして地域医療の充実をめざし、なお一層の改革と患者確

保に配慮願うとともに、併せて日々努力されている医師陣と職員に対

し敬意を表するものであります。

士監発。

平成28年８月25日。

士幌町長、小林康雄様。

士幌町監査委員、佐藤宣光。

士幌町監査委員、森本真隆。

平成27年度北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算審査意見につ

いて

地方自治法第292条の規定により準用する地方自治法施行令第５条

第３項及び同令第218条の２の規定に基づき、審査に付された平成27

年度北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算に係る審査の結果につ

いて、別紙のとおり意見を提出します。

４ページをお開きください。

第５、決算審査意見。

、 、 、 、昭和45年に消防事務の共同処理のため 音更町 士幌町 上士幌町

鹿追町の四町で構成する「北十勝消防事務組合」を設立し、以来今日

まで関係者のたゆまぬ努力により、時代の変化や複雑・多様化する災

害事象等に対応する消防機関として、消防力及び施設装備の充実強化

、 。を図り 町民の安全・安心の確保に努めてこられたところであります

今年度をもって「北十勝消防事務組合」は解散し、更なる消防力の

強化を目的に、十勝19市町村の組織による消防の広域化が図られ、平

成28年４月１日（平成27年５月１日設立)より「とかち広域消防事務

組合」がスタートすることとなりました。

北十勝消防事務組合として最終年の平成27年度の決算審査は、一年

間の消防行政運営の執行を審査するため、実施した例月出納検査や定

期監査の実施結果を踏まえ、各事業の執行が効率的に運営されている

か、合規性に基づいて実証されているか、公平性と透明性が確保され

ているかを主眼において実施、審査の結果、当年度の予算執行におい

ては特に改善を要すべき事項はなく、おおむね適正であると認められ

る。
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今後は、新たな消防体制・組織のもと、より質の高い消防サービス

の提供により市町村民の安全・安心な暮らしを支えていく消防体制の

充実強化を図られることを望むとともに、効率的な経費削減と健全な

財政運営に努められるよう望みます。

以上です。

加納議長 代表監査委員から補足説明があれば求めます。

佐藤代表 ございません。

監査委員

加納議長 お諮りします。

本会議は、ただいま議題となっている認定第１号から認定第10号ま

での平成27年度各会計の決算審査に当たって、地方自治法第98条第１

、 、項に基づき 必要に応じて町の事務に関する書類及び計算書を検閲し

町長及び関係行政委員の報告を請求し、当該事務の管理、議決の執行

。 。及び出納について検査をしたいと思います これに異議ありませんか

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、平成27年度各会計決算審査は、地方自治法に基づき検

査することに決定しました。

なお、ただいま議決しました各会計決算の関係書類の閲覧は、監査

室前に配置していますので、随時閲覧願います。

お諮りします。ただいま議題となっている認定第１号から認定第10

号までの各会計決算審査については、議長及び議会選出監査委員を除

く議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、ただいま

議決されました地方自治法第98条第１項の権限を同委員会に委任し、

付託の上、審査をしたいと思います。これに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、平成27年度各会計決算審査は、決算審査特別委員会を

設置し、地方自治法第98条第１項の権限を同委員会に委任し、付託の

上、審査することに決定しました。

、 、ここで一旦本会議を休会し 休会中に決算審査特別委員会を開催し

付託案件の審査をしたいと思います。これに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、委員会審査が終了するまで休会とすることに決定しま

した。

引き続きこの場所において決算審査特別委員会を招集します。

本日の本会議はこれにて散会します。

（午後 ２時２５分）
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